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第１章 計画策定にあたって

第１節 計画策定の概要

第１項 国の少子化対策

平成 2 年(1990 年)、合計特殊出生率が 1.57 と戦後最低になったのを受け、国におい

ては平成 6 年(1994 年)のエンゼルプランの策定を皮切りに、平成１５年(2003 年)の少

子化社会対策基本法に続く次世代育成支援対策推進法の制定など、総合的な少子化対策を

進めてきました。しかし、子どもや子育てをめぐる環境は厳しく、核家族化や地域のつな

がりの希薄化により、子育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくない状況です。

幼児期の保育や教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要であり、質の高い

保育や幼児教育を地域のニーズに応じて総合的に提供する必要性も改めて認識されました。

こうした課題に対し、国や地域をあげて、子どもや家庭を支援する新しい支え合いの仕

組みを構築する必要があるとの機運が高まり、新たな子育て支援制度の検討が行われてき

ました。

このような中で平成２４年(2012 年)8 月、社会保障と税の一体改革の一項目として、

「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律」及び「子ども・子育て支援法及び就学前に関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改訂する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」（子ども・子育て関連 3 法）が可決・成立しました。

第２項 子ども・子育て支援事業計画策定の経緯

子ども・子育て関連 3 法に基づき、平成２７年度(2015 年度)から始まる「子ども・子

育て支援新制度」により、子育てをめぐる課題の解決をめざし、地域の特性やニーズに即

して、より柔軟に制度運営やサービス提供を行っていくなど、自治体の権限と責任が強化

されることになりました。

全ての自治体は「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的に質の高い幼児期の

保育・教育及び地域の子ども・子育て支援事業の提供を図ることが求められました。

本市における事業計画は、「子ども・子育て支援法」により記載する必要がある項目に加

え、平成２６年度(2014 年度)で計画が終了する「箕面市新子どもプラン」（次世代育成支

援対策行動計画（後期計画））を引き継ぐ計画に位置づけ、本市の子ども・子育て支援施策

を幅広く記載することとします。
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第２節 計画の位置づけ

第１項 法的位置づけ

本計画は、子ども・子育て支援法第 2 条の基本理念を踏まえ、同法第６１条第 1 項に基

づき、国が定める基本指針に即して策定します。

平成２７年(2015 年)３月までの時限法として制定された次世代育成支援対策推進法は、

子ども・子育て支援法附則第２条に基づく検討の上、法律の有効期限が平成３７年(2025

年)３月３１日まで１０年間延長されました。

次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画の策定は、平成２７年度(2015 年

度)から子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画が義務付けられ

たことに伴い、任意となりましたが、引き続き次世代育成支援対策を推進するため、本計

画を市町村行動計画として策定します。

子ども・子育て支援法

（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第６１条第１項 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施

に関する計画を定めるものとする。

次世代育成支援対策推進法

（市町村行動計画）

第 8 条第１項 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務

及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及

び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、

子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家

庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するこ

とができる。
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第２項 計画体系における位置づけ

本計画は、「第五次箕面市総合計画」を上位計画とする子ども・子育て支援分野の個別計

画として位置づけられる計画です。

さらに、これまでの取り組みとの継続性を保つとともに、さまざまな分野の取り組みを

総合的・一体的に進めるために、関連計画と整合性をもったものとして定めています。

第３項 計画対象

本計画が対象とする子どもは、児童福祉法第４条、大阪府青少年健全育成条例第３条並

びに箕面市子ども条例第２条に基づき、１８歳未満の者とします。

第３節 計画の期間

本計画は、平成２７年度(2015 年度)から平成３１年度(2019 年度)までの 5 年間を計

画期間とします。

・箕面市子ども条例

・箕面市まちづくり理念条例

・箕面市市民参加条例

・箕面市非営利公益市民活動

促進条例

・箕面市人権宣言

・青少年健全育成都市宣言

・箕面市人権のまち推進基本方針

・新箕面市人権教育基本方針

・箕面市人権保育基本方針

・第３次箕面市障害者市民の長期計画

（みのお‘N’プラン）

・箕面市男女協働参画推進プラン

・箕面市国際化指針

・箕面市就労支援基本計画

箕面市子ども条例

「箕面市子ども条例」は、箕面市の子どもを育てるにあたり、子どもの最善の利益を尊

重するとともに、子どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、市と市民の役割を

明らかにすることにより、全ての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めることを目的

とし、平成１１年(1999 年)１０月 1 日に施行されました。

条例施行後、市は「箕面市子ども条例」の基本理念に基づき、子どもに関するさまざま

な施策を策定し、実施してきました。

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第四次箕面市総合計画 第五次箕面市総合計画

箕面市新子どもプラン
箕面市子どもプラン 次世代育成支援対策行動計画

前期計画（5年計画）
次世代育成支援対策行動計画

後期計画（5年計画）
第三次箕面市子どもプラン
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第４節 計画の策定体制

第１項 箕面市子ども育成推進協議会子ども･子育て支援新制度部会の設置

本計画の策定にあたっては、市民の代表、学識経験者、関係行政機関の職員等からなる

「箕面市子ども育成推進協議会子ども･子育て支援新制度部会」を設置し、計画策定に反映

すべくさまざまな意見をいただきながら、現状や課題の検討を行いました。

第２項 アンケート調査の実施

市民の子育て支援に関する生活実態や要望・意見を把握し、計画策定に役立てるため、

平成２５年(2013 年)１２月 6 日から同年１２月２３日にかけて就学前児童及び小学校児

童を持つ保護者を対象として、「箕面市子ども・子育て支援に関するアンケート調査」を実

施しました。
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第２章 箕面市の子どもと子育てをとりまく状況

第１節 子どもと子育てをとりまく現状

第１項 人口等の状況

１ 子どもの人口推移

本市の１８歳未満人口は、年々増加傾向にあります。平成２６年(2014 年)４月１日で

は、「0～5 歳」が 7,936 人、「6～１１歳」が 8,124 人、「１２～１７歳」が 7,895 人

となっています。

今後も、彩都地域や箕面森町地域といった新市街地での住宅供給が継続し、平成３２年

度(2020 年度)に予定されている北大阪急行の延伸に向けて人口の流入が見込まれること

から、平成２７年(2015 年)以降の人口推計でも、いずれの年代も増加傾向となっていま

す。

資料：子ども未来創造局

7,084 7,444 7,762 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549 

7,535 7,639 7,846 8,124 8,388 8,652 9,061 9,534 9,940 

7,502 7,615 7,685 7,895 7,993 8,179 8,325 8,529 8,834 
22,121 22,698 23,293 23,955 24,404 24,947 25,534 26,404 27,323 

129,678 131,267 132,823 134,454 136,015 137,585 139,464 142,108 144,990 
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２ 人口動態の推移

本市の出生数は、平成２５年度(2013 年度)で 1,090 人、平成１５年度(2003 年)か

らの変化をみると 1,000 人前後で推移しています。死亡数は、平成２２年度(2010 年度)

には 900 人を超え、平成２５年度(2013 年度)で 961 人となっています。自然増加数は、

平成２０年度(2008 年度)までは 220～330 人の間で推移していましたが、平成２２年

度(2010 年度)に７１人まで減少した後は、120～140 人の間で推移しており、自然増

の状態が続いています。

資料：市民部

本市の合計特殊出生率をみると、平成２４年(2012 年)で 1.25 となっています。全国

や大阪府と比べて低い値となっていますが、平成２０年(2008 年)以降は増加傾向にあり

ます。

資料：子ども未来創造局

1,001 1,041 994 1,060 1,087 1,059 1,054 1,050 1,110 1,109 1,090 

△ 777 △ 718 △ 770 △ 786 △ 863 △ 811 △ 895 △ 979 △ 970 △ 970 △ 961

224 323 224 274 224 248 159 71 140 139 129

△ 1,500
△ 1,200
△ 900
△ 600
△ 300

0
300
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900

1,200
1,500

平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

出生数 死亡数 自然増加数

1.29 1.29 
1.26 

1.32 
1.34 

1.37 1.37
1.39 1.39

1.41

1.20 1.20 1.21 1.22 
1.24 

1.28 1.28

1.33
1.30

1.31

1.04 
1.09 

1.06 

1.12 

1.19 1.18 1.19
1.21 1.22

1.25
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1.15

1.20
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1.35

1.40

1.45

平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24年

全国 大阪府 箕面市
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３ 人口・世帯の推移

平成２２年(2010 年)の本市の人口総数は 129,895 人、一般世帯数は 53,499 世帯

となっています。昭和６０年(1985 年)からの変化をみると、一般世帯数は年々増加し、

人口総数は増減を繰り返していますが、世帯あたり人員数は減少傾向にあり、平成２２年

(2010 年)では 2.43 人/世帯となっています。

資料：国勢調査

本市の人口を、１５歳未満（年少人口）、１５～６４歳（生産年齢人口）、６５歳以上（高

齢人口）の年齢 3 区分でみると、年少人口の割合は減少し、高齢人口の割合は増加してお

り、平成２２年(2010年)では、年少人口の割合が13.6％、生産年齢人口の割合が65.0％、

高齢人口の割合が 21.5％となっています。

資料：国勢調査

114,770 
122,120 

127,542 124,898 127,135 129,895 

36,962 41,866 46,806 48,710 51,293 53,499 

3.11 
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13.6 
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本市における平成２２年(2010 年)の一般世帯 53,499 世帯のうち、6 歳未満の子ど

ものいる世帯は 5,097 世帯で全体の 9.5％、うち、核家族世帯は全体の 8.9％となって

います。また、１８歳未満の子どものいる世帯は 12,509 世帯で全体の 23.4％、うち、

核家族世帯は全体の 21.2％となっており、6 歳未満の子どものいる世帯、１８歳未満の

子どものいる世帯ともに、大半が核家族世帯となっています。

平成１７年(2005 年)～平成２２年(2010 年)の変化をみると、6 歳未満の子どものい

る世帯では、世帯数に比べて伸び率が高くなっており、１８歳未満の子どものいる世帯で

も、世帯数に比べて伸び率が高くなっており、子どものいる世帯で核家族化が進んでいる

ことがわかります。

子どものいる世帯の割合を、大阪府、全国と比べると、6 歳未満の子どものいる世帯の

割合は、本市が 9.5％、大阪府が 8.8％、全国が 9.4％、１８歳未満の子どものいる世帯

の割合は、本市が 23.4％、大阪府が 21.6％、全国が 23.1％となっています。

資料：国勢調査

平成12年 平成17年

→平成17年 →平成22年

実数[世帯] 構成比[％] 実数[世帯] 構成比[％] 実数[世帯] 構成比[％] の伸び率 [％] の伸び率 [％]

48,710 100.0 51,293 100.0 53,499 100.0 5.3 4.3

4,890 10.0 5,057 9.9 5,097 9.5 3.4 0.8

核家族世帯 4,452 9.1 4,685 9.1 4,772 8.9 5.2 1.9

その他の親族世帯 438 0.9 372 0.7 316 0.6 △15.1 △ 15.1

12,638 25.9 12,382 24.1 12,509 23.4 △2.0 1.0

核家族世帯 11,234 23.1 11,158 21.8 11,358 21.2 △0.7 1.8

その他の親族世帯 1,394 2.9 1,214 2.4 1,073 2.0 △12.9 △ 11.6

非親族・単独世帯 10 0.0 10 0.0 33 0.1 0.0 230.0

平成12年 平成17年 平成22年

一般世帯総数

〔構成比％〕

〔構成比％〕

６歳未満の子どものいる世帯 [世帯]

18歳未満の子どものいる世帯 [世帯]

６歳未満の子どものいる世帯

18歳未満の子どものいる世帯

平成22年度

一般世帯総数 [世帯]

箕面市 大阪府 全国

53,499

5,097

51,842,307

4,877,321

3,823,279

336,831

8.8

826,999

21.6

9.4

11,989,891

23.1

9.5

12,509

23.4
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本市における児童扶養手当※の受給件数をみると、年々増加傾向にあります。

資料：子ども未来創造局

４ 労働力人口・労働力率の推移

本市における平成２２年(2010 年)の労働力人口は 60,119 人で、そのうち、男性が

35,106 人(58.4％)、女性が 25,013 人(41.6％)となっています。

平成１７年(2005 年)～平成２２年(2010 年)の変化をみると、１５歳以上人口は全体

として 2.35％と伸び率が高くなっていますが、労働力人口は全体として△2.73％となっ

ており、労働力人口全体が減少傾向にあることがわかります。

資料：国勢調査

818 887 892 900 893 925 967 1,041 1,047 1,071 1,077

0
200

400
600
800

1,000
1,200

平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

（単位：件）

平成12年 平成17年

→平成17年の →平成22年の

実数[人] 構成比[％] 実数[人] 構成比[％] 実数[人] 構成比[％] 伸び率 [％] 伸び率 [％]

総数 107,016 100.0 109,575 100.0 112,152 100.0 2.39 2.35

男性 51,281 47.9 52,154 47.6 53,319 47.5 1.7 2.23

女性 55,735 52.1 57,421 52.4 58,833 52.5 3.03 2.46

総数 60,972 100.0 61,806 100.0 60,119 100.0 1.37 △ 2.73

男性 37,129 60.9 36,671 59.3 35,106 58.4 △1.23 △ 4.27

女性 23,843 39.1 25,135 40.7 25,013 41.6 5.42 △ 0.49

平成12年 平成17年 平成22年

15歳以上人口

労働力人口

※児童扶養手当：ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を

図ることを目的として支給される手当です。
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人口 労働力人口 労働力率 人口 労働力人口 労働力率 人口 労働力人口 労働力率

実数[人] 実数[人] 構成比[％] 実数[人] 実数[人] 構成比[％] 実数[人] 実数[人] 構成比[％]

合計 58,833 25,013 42.5 3,971,375 1,744,826 43.9 57,122,871 26,874,210 47.0

　15～19歳 3,084 480 15.6 204,027 33,317 16.3 2,954,128 440,816 14.9

　20～24歳 4,079 2,385 58.5 234,852 145,059 61.8 3,160,193 2,086,599 66.0

　25～29歳 3,676 2,576 70.1 262,798 179,887 68.5 3,601,978 2,607,433 72.4

　30～34歳 4,158 2,453 59.0 297,151 177,276 59.7 4,120,486 2,666,556 64.7

　35～39歳 5,258 2,864 54.5 365,369 212,257 58.1 4,836,227 3,094,720 64.0

　40～44歳 4,907 2,886 58.8 327,622 204,361 62.4 4,341,490 2,970,796 68.4

　45～49歳 4,206 2,665 63.4 280,765 186,107 66.3 4,005,147 2,893,442 72.2

　50～54歳 3,950 2,436 61.7 241,689 154,768 64.0 3,834,923 2,704,076 70.5

　55～59歳 4,293 2,242 52.2 281,322 156,977 55.8 4,376,245 2,706,540 61.8

　60～64歳 5,781 2,172 37.6 365,139 151,719 41.6 5,116,781 2,337,890 45.7

　65歳以上 15,441 1,854 12.0 1,110,641 143,098 12.9 16,775,273 2,365,342 14.1

箕面市 大阪府 全国

平成22年

本市の年齢階級別・男女別の労働力率をみると、男性では３５～５９歳にかけて 9 割以

上となっているのに対し、女性では３０歳以上で減少し、３５～３９歳で 54.5％まで落

ち込んだ後、緩やかに増加し、５０歳以上で再び減少していきます。子育て世代で労働力

率が落ち込むＭ字カーブとなっていますが、子育て後の労働力率は４５～４９歳で

63.4％までしか回復しておらず、２５～２９歳の 70.1％より低い値となっています。

資料：国勢調査

女性の労働力率を、大阪府、全国と比較すると、本市が 42.5％、大阪府が 43.9％、全

国が 47.0％と、全国と比べて低い値となっています。

資料：国勢調査

13.7 

50.2 

78.3 

87.6 90.0 90.7 90.4 90.5 89.5 

75.8 

32.0 

15.6 

58.5 
70.1 

59.0 54.5 58.8 
63.4 61.7 

52.2 

37.6 

12.0 

14.9 

66.0 72.4 64.7 64.0 
68.4 72.2 70.5 

61.8 

45.7 

14.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

男性（箕面市） 女性（箕面市） 女性（全国）
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本市における平成２２年（2010 年）の常住している就業者数は 56,522 人で、その

うち、男性が 32,695 人（57.8％）、女性が 23,827 人（42.2％）となっています。ま

た、配偶者の女性の割合は全体の 22.9％となっています。

従業率でみると、通勤者の中で、市内に従業している人の内訳が、男性が 39.1％、女

性が 60.9％となっており、全体の就業者数の内訳と比較して女性の割合が高くなってい

ます。一方、市外で従業している人の内訳は、男性が 65.7％、女性が 34.3％と、女性の

割合が低くなっており、常住地の近くで従業している女性が多いことがわかります。

資料：国勢調査

男女別就業者数を、大阪府、全国と比較すると、就業者に占める女性の割合は、本市が

42.2％、大阪府が 42.8％、全国が 42.8％と、大きな差はないものの、配偶者の女性の

占める割合は、本市が 22.9％、大阪府が 22.3％、全国が 25.1％と、全国と比べて低く

なっており、専業主婦の割合が高いことが推察されます。

資料：国勢調査

うち、有配偶の女性

56,522 32,695 23,827 12,944

100.0 57.8 42.2 22.9

3,473 1,956 1,517 1,153

100.0 56.3 43.7 33.2

51,177 29,537 21,640 11,337

100.0 57.7 42.3 22.2

市内従業 [人] 15,418 6,033 9,385 5,739

〔構成比％〕 100.0 39.1 60.9 37.2

市外従業 [人] 35,759 23,504 12,255 5,598

〔構成比％〕 100.0 65.7 34.3 15.7

男性
女性

就業者数 [人]

〔構成比％〕

自宅就業者数 [人]

〔構成比％〕

通勤者数 [人]

〔構成比％〕

平成22年度 全体

うち、有配偶の女性

56,522 32,695 23,827 12,944

100.0 57.8 42.2 22.9

3,815,058 2,181,230 1,633,828 850,123

100.0 57.2 42.8 22.3

59,611,589 34,089,774 25,521,815 14,946,630

100.0 57.2 42.8 25.1

男性
女性

箕面市 [人]

〔構成比％〕

大阪府 [人]

平成22年度

〔構成比％〕

全国[人]

〔構成比％〕

全体
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第２項 子どもの状況と子育ての実態

１ 就学前児童の保育の状況

平成２５年度(2013 年度)における本市の保育所数は、市立が 5 か所、私立が１１か所

の合計１６か所となっており、保育所定員数は 1,625 人、保育児童数は 1,678 人となっ

ています。平成１５年度(2003 年度)からの変化をみると、保育児童数は年々増加傾向に

あります。待機児童数は、平成１９年度(2007 年度)以降増加傾向にありましたが、「子育

て応援幼稚園※」制度が開始した平成２３年度(2011 年度)は減少し、それ以降は 100 人

前後で推移しています。

各年度３月１日現在

待機児童数のみ各年度当初（４月１日現在）

資料：子ども未来創造局

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 16

市立[か所] 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5

私立[か所] 5 5 5 5 6 7 7 7 9 10 11

1,205 1,225 1,225 1,225 1,305 1,325 1,325 1,325 1,475 1,595 1,625

市立[人] 800 800 800 800 760 660 660 660 660 660 660

私立[人] 405 425 425 425 545 665 665 665 815 935 965

1,291 1,300 1,316 1,331 1,357 1,365 1,396 1,430 1,490 1,601 1,678

市立[人] 850 855 860 872 766 654 665 681 656 656 667

私立[人] 441 445 456 459 591 711 731 749 834 945 1,011

42 45 78 47 18 59 85 126 105 97 105待機児童数[人]

保育所数[か所]

保育児童数[人]

保育定員数[人]

1,205 1,225 1,225 1,225 
1,305 1,325 1,325 1,325 

1,475 
1,595 1,625 

1,291 1,300 1,316 1,331 1,357 1,365 1,396 1,430 
1,490 

1,601 
1,678 

42 45 

78 

47 

18 

59 

85 

126 

105 
97 

105 

0

20

40
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1,000

1,200
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平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

（単位：人）（単位：人）

保育定員数 保育児童数 待機児童数
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平成２５年度(2013 年度)における本市の幼稚園は、市立が 5 か所、私立が 7 か所の合

計１２か所となっており、園児数は、市立が 352 人、私立が 1,552 人となっています。

平成２３年度(2011 年度)に「子育て応援幼稚園※」制度を開始したことにより、私立幼

稚園の園児数が増加しています。

各年度５月１日現在

資料：子ども未来創造局

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

定員[人] 910 910 910 910 910 910 930 875 875 875

園児数[人] 552 499 488 482 467 480 473 400 398 352

7 7 7 7 7 7 6 7 7 7

定員[人] 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,680 1,775 1,775 1,775

園児数[人] 1,377 1,420 1,454 1,460 1,456 1,374 1,351 1,439 1,542 1,552

市立幼稚園[か所]

私立幼稚園[か所]

552 499 488 482 467 480 473 400 398 352 

1,377 1,420 1,454 1,460 1,456 1,374 1,351 1,439 1,542 1,552 

1,929 1,919 1,942 1,942 1,923 1,854 1,824 1,839 1,940 1,904 

2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 
2,610 2,650 2,650 2,650 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

（単位：人）

市立幼稚園

園児数

私立幼稚園

園児数

幼稚園

定員

※子育て応援幼稚園：本市では、夏休みなどの長期休業中も午前８時から午後６時までの

預かり保育を行っている私立幼稚園を「子育て応援幼稚園」と名付け、

「子育て応援幼稚園」に通う園児の保護者には、独自の補助金制度を

設けています。
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平成２５年度(2013年度)における本市の子育て支援センターの来所組数は13,349組、

相談件数は 599 件となっています。平成１５年度(2003 年度)からの変化をみると、増

加傾向にあります。なお、平成２５年度(2013 年度)は 1 か所開設することによる増加と

なっています。

資料：子ども未来創造局

２ 小学生の状況

平成２５年度(2013 年度)における本市の学童保育の利用状況をみると、全体で施設数

は１４か所、定員は 870 人で、利用人数は 673 人となっています。平成１５年度(2003

年度)からの利用者人数の変化をみると、平成２１年度(2009 年度)以降は増加傾向にあり

ます。

資料：子ども未来創造局

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

中央 3,969 4,455 4,754 5,042 4,520 4,543 4,281 4,841 4,175 4,486 4,332

分室 862 2,855 3,836 4,833 - - - - - - -

西部 - - - - 5,431 6,105 4,791 5,387 4,965 5,676 5,832

ひじり - - - - - - - - - - 3,185

合計 4,831 7,310 8,590 9,875 9,951 10,648 9,072 10,228 9,140 10,162 13,349

326 369 282 410 397 312 360 467 487 466 599

来所組数
[組]

相談件数[件]

平成25年度

対象校区

箕
面

止
々
呂
美

萱
野

北 南 西 東 西
南

萱
野
東

豊
川
北

中 豊
川
南

萱
野
北

彩
都
の
丘

定員 [人] 60 40 70 40 40 80 70 70 80 80 80 80 40 40

利用人数 [人] 46 22 68 33 38 62 58 68 58 32 60 74 22 32

利用率 [％] 76.7 55.0 97.1 82.5 95.0 77.5 82.9 97.1 72.5 40.0 75.0 92.5 55.0 80.0

461
568 570 536 533 566 558 601 608 643 673

0

200

400

600

800

平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

（単位：人）
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本市では、学童保育にあわせ、「自由な遊び場開放事業」として、全ての小学生が放課後

に自由に遊べるよう、市内の全ての市立小学校の体育や運動場、余裕教室の一室を子ども

たちの遊び場として開放しています。

平成２５年度(2013 年度)における本市の「自由な遊び場開放事業」の利用状況をみる

と、1,062 人となっており、平成１５年度(2003 年度)からの変化をみると、平成１９年

度(2007 年度)以降は増加傾向にあります。

資料：子ども未来創造局

３ 学校の状況

平成２５年度(2013 年度)における本市の市立小学校は１４校、児童数は 7,547 人、

教員数は 396 人となっています。平成１６年度(2004 年度)からの変化をみると、児童

数は増加していますが、これに伴い教員数も増加しており、教育 1 人に対する児童数はほ

ぼ一定となっています。

各年度５月１日現在

資料：子ども未来創造局

平成25年度

対象校区

箕
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々
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美

萱
野

北 南 西 東 西
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萱
野
東

豊
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北

中 豊
川
南

萱
野
北

彩
都
の
丘

合
計

1
校
あ
た
り

の
平
均

利用人数 [人] 46 22 68 33 38 62 58 68 58 32 60 74 22 32 673 48

796 746 819 
980 

627 
776 860 943 938 1,013 1,062 

0

300

600

900

1,200

平成15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

（単位：人）

市立小学校の状況

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校数 [校] 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

学級数 [学級] 246 250 258 258 261 271 270 281 287 299

児童数 [人] 6,891 6,955 6,967 6,898 7,019 7,048 7,177 7,223 7,365 7,547

教員数 [人] 324 326 340 346 347 366 365 376 375 396

教員１人あたり児童数 [人] 21 21 20 20 20 19 20 19 20 19
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平成２５年度(2013 年度)における本市の市立中学校は 8 校、生徒数は 3,313 人、教

員数は 220 人となっています。平成１６年度(2004 年度)からの変化をみると、生徒数

は増加していますが、これに伴い教員数も増加しており、教育 1 人に対する児童数はほぼ

一定となっています。

各年度５月１日現在

資料：子ども未来創造局

平成２５年度(2013 年度)における本市の府立高等学校は 2 校、生徒数は 1,731 人と

なっています。平成１６年度(2004 年度)からの変化をみると、平成１９年度（2007 年

度）以降、増加傾向にあります。

各年度５月１日現在

資料：子ども未来創造局

平成２５年度(2013 年度)における本市の小学校の長期欠席は７８人、うち不登校数は

１５人となっており、在籍数に占める不登校の割合は 2.0‰(0.2%)となっています。中学

校の長期欠席は 128 人、うち不登校数は５１人となっており、在籍数に占める不登校の

割合は 15.4‰(1.54%)となっています。

資料：子ども未来創造局

市立中学校の状況

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校数 [校] 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8

学級数 [学級] 98 95 95 95 97 103 108 109 110 116

生徒数 [人] 2,990 2,969 2,992 3,037 2,966 3,090 3,130 3,295 3,265 3,313

教員数 [人] 191 185 186 183 190 197 205 204 205 220

教員１人あたり生徒数 [人] 16 16 16 17 16 16 15 16 16 15

府立高等学校の状況

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校数 [校] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

生徒数 [人] 1,676 1,618 1,531 1,517 1,553 1,579 1,654 1,703 1,721 1,731

小中学校の長期欠席・不登校数・不登校千人率

平成25年度 長期欠席 [人] うち不登校数 [人] 在籍数 [人] 不登校千人率 [‰]

小学校 78 15 7,547 2.0

中学校 128 51 3,313 15.4



17

４ 子どもの健康状態

平成２５年度(2013 年度)における健康診査の受診率は、妊婦健康診査が 97.6％、1

歳 6 か月健診が 97.0％、3 歳 6 か月健診が 93.3％となっています。平成１５年度(2003

年度)からの変化をみると、全ての健康診査において増加傾向にあります。

資料：健康福祉部

平成２５年度(2013 年度)における保健師と地区福祉会（西南小校区のみ民生委員児童

委員協議会）との共催での健康教育・健康相談を実施した子育てサロンの参加者は 5,028

人となっています。子育てサロンは各小学校区で平成１４年度(2002 年度)から設置が始

まり、平成１８年度(2006 年度)には全地区に広がり、1 地区で年 8～１２回開催されて

おり、身近な地域で子育ての情報や相談が気軽に受けられるようになっています。

資料：健康福祉部

資料：健康福祉部

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

対象者数 [人] 1,119 1,006 1,153 1,142 1,113 1,090 1,102 1,125 1,150 1,146 1,078

受診者数 [人] 1,043 998 1,026 1,054 1,038 1,013 969 1,035 1,118 1,083 1,052

受診率 [％] 93.2% 99.2% 89.0% 92.3% 93.3% 92.9% 87.9% 92.0% 97.2% 94.5% 97.6%

対象者数 [人] 1,123 1,065 1,152 1,083 1,103 1,107 1,137 1,157 1,183 1,223 1,266

受診者数 [人] 1,006 967 1,077 1,038 1,051 1,044 1,084 1,092 1,123 1,185 1,228

受診率 [％] 89.6% 90.8% 93.5% 95.8% 95.3% 94.3% 95.3% 94.4% 94.9% 96.9% 97.0%

対象者数 [人] 1,103 1,153 1,181 1,154 1,203 1,127 1,191 1,201 1,253 1,299 1,294

受診者数 [人] 847 915 922 974 1,009 997 1,032 1,044 1,127 1,139 1,207

受診率 [％] 76.8% 79.4% 78.1% 84.4% 83.9% 88.5% 86.6% 86.9% 89.9% 87.7% 93.3%

３歳６か月健診

１歳６か月健診

妊婦健康診査

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

子育てサロン参加者数 [人] 2,192 2,889 4,071 4,711 4,695 4,205 3,647 4,329 4,207 4,489 5,028

平成25年度

校区名 箕面小 萱野小 北小 南小 西小 東小 西南小 萱野東小 豊川北小 中小 豊川南小 萱野北小

開催場所

日時計
ルームみ
のお

みのお市
民活動セ
ンター

中央生涯
学習セン
ター

南小さく
らル-ム
みなみ

星座ルー
ム西

東小コミ
セン

せいなん
幼稚園

萱野東小
コミセン

豊川北小
コミセン

中小コミ
セン

豊川南小
コミセン・
とよかわ
みなみ幼
稚園

萱野北小
コミセン

開催回数[回] 8 10 12 12 11 9 11 8 10 12 12 12 127

延べ人数[人] 270 466 268 284 233 535 585 232 692 399 657 407 5,028

合計
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５ 子どもの人権

本市における「児童虐待の防止等に関する法律」施行後の通告件数をみると、平成１５

年度(2003 年度)から増加していましたが、平成１９年度(2007 年度)以降は５０～７０

件の間を推移しており、平成２５年度(2013 年度)には５４件となっています。

資料：子ども未来創造局

平成２５年度(2013 年度)における本市の刑法犯少年（「刑法」等に触れる行為をした犯

罪少年及び触法少年）は３８人となっています。平成１５年度(2003 年度)からの変化を

みると、増減を繰り返していましたが、平成２２年度(2010 年度)以降は減少傾向となっ

ています。

資料：箕面警察署

６ 地域の子育て環境

本市では子どもの遊び場となる公園を 370 か所整備しており、公園面積の合計は、

149.34ha となっています。

資料：みどりまちづくり部

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

虐待通告件数[件] 10 34 42 35 62 65 67 68 58 52 54

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

刑法犯少年の補導人数[人] 125 152 182 197 164 139 141 102 92 91 38

区分 箇所数 面積（ha）

近隣公園 11 14.37

総合公園 0 0

街区公園 58 14.07

府営箕面公園 1 83.8

小計 70 112.24

児童遊園 15 1.18

その他の公園及び緑地 285 35.92

合計 370 149.34
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第２節 アンケート調査結果からみた子育て支援ニーズ

第１項 調査概要

１ 調査目的

子ども・子育て支援新制度に基づき、箕面市子ども・子育て支援事業計画作成のための

基礎データを得ることを目的に実施しました。

２ 調査設計

３ 回収結果

４ 集計表の見方

● 集計結果は、全て小数点以下第二位を四捨五入しており、比率の合計が 100％となら

ないことがあります。

● 複数の回答を依頼した質問では、比率の合計が 100％を超えます。

● 回答比率（％）は、その質問の回答者数（Ｎ＝母集団）として算出しています。

調査地域 箕面市全域

調査対象
①市内在住の０歳～５歳の就学前児童

②市内在住の小学１年生～６年生の児童

標本数 4,000 名（内訳：① 2,000 名、② 2,000 名）

抽出方法 住民基本台帳に基づく層化抽出

調査方法

郵便配布・郵送回収による調査

・市役所子ども総合窓口、市立保育所・幼稚園及び子育て支援センター（おひ

さまルームかやの・おひさまルームみのお）において直接回収を実施

調査期間
平成２５年(2013 年)１２月 6 日（金）

～ 平成２５年(2013 年)１２月２３日（月・祝）

調査対象 配布件数 回収件数 回収率

就学前児童（0～5 歳） 2,000 件 1,241 件 62.1%

就学児童（小学生） 2,000 件 1,245 件 62.3%

合計 4,000 件 2,486 件 62.2%
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第２項 母親の就労状況

母親の就労状況について、就学前児童のいる母親（1,241 人）は、「以前は働いていた

が、今は働いていない」が最も多く 53.6％、その次に「パート・アルバイトなどで働い

ている」が 16.2％、「フルタイムで働いている」が 14.4％と続いています。

就学児童のいる母親（1,245 人）は、「パート・アルバイトなどで働いている」が最も

多く 39.1％、その次に「以前は働いていたが、今は働いていない」が 29.1％、「フルタ

イムで働いている」が 17.5％と続いています。

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
が

、

今
は
休
ん
で
い
る

（
産
休
・
育

休
・
介
護
休
業
中

）

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働

い
て
い
る

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働

い
て
い
る
が

、
今
は
休
ん
で
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中

）

以
前
は
働
い
て
い
た
が

、
今
は
働

い
て
い
な
い

こ
れ
ま
で
働
い
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

全
体

0歳 1.5% 3.4% 1.2% 0.3% 9.8% 0.5% 0.2% 16.8%
1歳 2.5% 0.6% 1.7% 0.1% 9.8% 0.8% 0.2% 15.6%
2歳 1.9% 0.6% 2.2% 0.2% 8.9% 1.0% 0.1% 14.8%
3歳 2.5% 1.0% 3.4% 0.1% 7.6% 1.7% 0.2% 16.4%
4歳 3.1% 0.5% 2.9% 0.0% 8.1% 1.2% 0.3% 16.1%
5歳 2.7% 0.1% 4.3% 0.1% 8.6% 2.2% 0.4% 18.3%
不明 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.8% 0.2% 0.1% 2.0%
全体 14.4% 6.1% 16.2% 0.7% 53.6% 7.6% 1.4% 100.0%

就
学
前
児
童

母親の就労状況

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
が

、

今
は
休
ん
で
い
る

（
産
休
・
育

休
・
介
護
休
業
中

）

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働

い
て
い
る

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働

い
て
い
る
が

、
今
は
休
ん
で
い
る

（
産
休
・
育
休
・
介
護
休
業
中

）

以
前
は
働
い
て
い
た
が

、
今
は
働

い
て
い
な
い

こ
れ
ま
で
働
い
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

全
体

6歳 3.6% 0.4% 6.4% 0.2% 7.4% 1.0% 0.9% 19.9%
7歳 3.4% 0.1% 5.2% 0.0% 6.1% 2.0% 0.4% 17.2%
8歳 2.6% 0.2% 6.7% 0.0% 5.2% 1.6% 0.6% 16.9%
9歳 2.1% 0.1% 6.8% 0.0% 3.8% 1.8% 0.2% 14.8%
10歳 2.5% 0.1% 5.5% 0.1% 3.5% 1.5% 0.6% 13.9%
11歳 2.9% 0.0% 7.2% 0.2% 2.7% 1.3% 0.6% 14.9%
不明 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.3% 2.4%
全体 17.5% 0.8% 39.1% 0.5% 29.1% 9.4% 3.6% 100.0%

就
学
児
童

母親の就労状況
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第３項 育児休業の取得状況

育児休業の取得状況について、就学前児童のいる家庭 1,241 人に聞いたところ、母親

は、「働いていなかった」が最も多く 53.5％、その次に「育児休業を取った、あるいは今

取っている」が 24.4％、「育児休業を取らずに離職した」が 15.3％と続いています。ま

た、父親のほとんどが、「育児休業を取らずに働いた」で、82.4％となっています。

第４項 平日の定期的な幼稚園や保育所などの利用状況

平日の定期的な保育所や幼稚園などの利用状況と利用希望について、利用状況と希望の

差をみると、希望の方が多いものは、「幼稚園＋幼稚園の預かり保育」が最も多く 30.2 ポ

イント差、その次に「子育て支援センター」が 16.5 ポイント差となっています。逆に、

利用状況の方が多いものは、「幼稚園」が最も多く 6.6 ポイント差となっています。

52.0

9.5

28.6

3.3

0.0

1.1

1.8

3.2

0.3

6.1

1.6

1.8

1.9

45.4

39.7

26.4

16.5

5.2

2.0

5.2

1.4

0.8

2.3

22.6

7.3

2.5

5.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

簡易保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

子育て支援センター〔おひさまルーム〕

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援事業所〔あいあい園〕

その他

(%)

利用状況【N=791】 利用希望【N=1,241】

53.5

0.5

24.4

3.6

3.1

82.4

15.3

0.0

3.6

13.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母親

父親

働いていなかった 育児休業を取った、あるいは今取っている

育児休業を取らずに働いた 育児休業を取らずに離職した

無回答



22

また、平日の定期的な保育所や幼稚園などの利用状況を、就学前児童の年齢別にみると、

0～2 歳で「利用していない」が最も多く、3～5 歳で「幼稚園」が最も多くなっています。

第５項 病児保育の利用希望

病児保育の利用希望について、就学前児童のいる母親の就労状況別にみると、フルタイ

ムで働いている母親は「できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい」が多

く、それ以外では「利用したいと思わない」が多くなっています。

幼
稚
園

幼
稚
園
＋
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

認
可
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

家
庭
的
保
育

事
業
所
内
保
育
施
設

簡
易
保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設

居
宅
訪
問
型
保
育

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

〔
お
ひ
さ
ま
ル
ー
ム

〕

フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

児
童
発
達
支
援
事
業
所

〔
あ
い
あ
い
園

〕

そ
の
他

無
回
答

0歳 【N=208】 4.3 1.0 8.7 1.9 0.0 1.4 1.4 0.5 0.0 5.8 1.0 0.0 0.0 0.0 78.8 0.0
1歳 【N=194】 3.6 1.0 18.0 0.5 0.0 1.0 2.1 2.1 0.0 3.6 1.0 1.5 1.0 0.5 67.0 0.0
2歳 【N=184】 12.0 1.6 17.9 1.6 0.0 0.5 1.6 4.9 0.0 6.5 0.0 2.2 2.7 0.0 53.3 1.1
3歳 【N=203】 48.3 9.4 25.6 3.4 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0 4.4 0.5 2.0 2.5 0.5 10.8 0.5
4歳 【N=200】 62.5 10.0 18.5 3.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 2.5 2.5 0.5 1.0 0.5 5.0 0.5
5歳 【N=227】 63.0 11.5 20.3 1.8 0.0 0.4 0.9 1.3 0.4 1.3 1.3 0.9 0.4 1.3 4.8 0.9

サービス利用の有無
利用施設・サービス状況 利

用
し
て
い
な
い

無
回
答

で
き
れ
ば
病
気
の
子
ど

も
の
た
め
の
保
育
施
設

な
ど
を
利
用
し
た
い

利
用
し
た
い
と
思
わ
な

い 無
回
答

フルタイムで働いている 【N=139】 57.6 42.4 0.0

フルタイムで働いているが、今は休んでいる（産休・育休・介護休業中） 【N=23】 34.8 65.2 0.0

パート・アルバイトなどで働いている 【N=109】 33.9 61.5 4.6

パート・アルバイトなどで働いているが、今は休んでいる（産休・育休・介護休業中） 【N=2】 0.0 100.0 0.0

以前は働いていたが、今は働いていない 【N=26】 38.5 46.2 15.4

これまで働いたことがない 【N=1】 0.0 0.0 100.0

母
親
の
就
労
状
況

病児保育利用希望
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第６項 一時預かりなどの利用状況

一時預かりなどの利用状況について、就学前児童のいる家庭 1,241 人に聞いたところ、

「利用していない」が最も多く 71.6％、その次に「幼稚園の預かり保育」が 14.9％、「一

時保育」が 8.0％と続いています。

第７項 子どもの生活習慣

１ 朝ごはん

朝ごはんの状況について、就学前児童・就学児童ともに「毎日食べる」が最も多くなっ

ています。

毎
日
食
べ
る

食
べ
る
日
の
ほ
う
が
多
い

食
べ
な
い
日
の
ほ
う
が
多
い

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い

離
乳
食
前

無
回
答

毎
日
食
べ
る

食
べ
る
日
の
ほ
う
が
多
い

食
べ
な
い
日
の
ほ
う
が
多
い

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い

無
回
答

全体 【N=1,241】 91.3 3.8 1.0 0.3 2.4 1.2 全体 【N=1,245】 96.1 2.6 0.6 0.4 0.4

0歳 【N=208】 79.3 3.8 1.4 0.5 14.4 0.5 6歳 【N=248】 97.6 0.8 0.4 0.4 0.8
1歳 【N=194】 93.8 5.2 1.0 0.0 0.0 0.0 7歳 【N=214】 97.2 2.3 0.0 0.0 0.5
2歳 【N=184】 92.4 5.4 1.1 1.1 0.0 0.0 8歳 【N=210】 96.2 2.9 0.5 0.5 0.0
3歳 【N=203】 94.1 4.9 0.5 0.0 0.0 0.5 9歳 【N=184】 93.5 4.3 1.1 0.5 0.5
4歳 【N=200】 95.5 0.0 1.0 0.5 0.0 3.0 10歳 【N=173】 96.0 2.9 0.6 0.6 0.0
5歳 【N=227】 93.0 3.5 0.9 0.0 0.0 2.6 11歳 【N=186】 95.2 3.2 1.1 0.0 0.5

就
学
児
童

就
学
前
児
童

朝ごはん 朝ごはん

8.0

14.9

2.0

0.2

0.6

0.3

71.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

一時保育

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

(%)
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２ 家族と一緒に食事

１日１回は家族と食事をするかについて、就学前児童・就学児童ともに「する」が最も

多くなっています。

３ テレビ・ビデオの平均視聴時間

平日のテレビ・ビデオ（ゲームを含む）の１日当たり平均視聴時間について、就学前児

童・就学児童ともに全体では「2 時間以内」が最も多くなっていますが、就学児童の１１

歳では「2 時間以上」が最も多く 31.2％となっています。

４ 就寝時刻

平均的な就寝時刻について、就学前児童・就学児童ともに全体では「２１時～２１時半」

が最も多くなっていますが、就学児童の１０歳では「２１時半～２２時」が最も多く

39.3％、１１歳では「２２時～２３時」が最も多く 37.6％と、年齢があがるにつれて、

就寝時刻が遅くなっています。

す
る

し
な
い

離
乳
食
前

無
回
答

す
る

し
な
い

無
回
答

全体 【N=1,241】 94.4 1.9 2.4 1.3 全体 【N=1,245】 98.4 1.2 0.4

0歳 【N=208】 79.8 4.3 14.4 1.4 6歳 【N=248】 98.0 1.2 0.8
1歳 【N=194】 96.4 3.6 0.0 0.0 7歳 【N=214】 98.1 1.4 0.5
2歳 【N=184】 99.5 0.5 0.0 0.0 8歳 【N=210】 100.0 0.0 0.0
3歳 【N=203】 99.0 0.5 0.0 0.5 9歳 【N=184】 98.9 0.5 0.5
4歳 【N=200】 96.0 1.5 0.0 2.5 10歳 【N=173】 98.8 1.2 0.0
5歳 【N=227】 96.9 0.4 0.0 2.6 11歳 【N=186】 97.3 2.2 0.5

就
学
前
児
童

就
学
児
童

家族と一緒に食事 家族と一緒に食事

3
0
分
以
内

1
時
間
以
内

1
時
間
3
0
分
以
内

2
時
間
以
内

2
時
間
以
上

そ
の
他

無
回
答

3
0
分
以
内

1
時
間
以
内

1
時
間
3
0
分
以
内

2
時
間
以
内

2
時
間
以
上

無
回
答

全体 【N=1,241】 10.0 21.3 14.4 26.3 23.8 3.1 1.2 全体 【N=1,245】 9.7 21.8 16.7 28.1 23.0 0.7

0歳 【N=208】 25.0 20.2 8.7 16.8 16.8 11.5 1.0 6歳 【N=248】 10.1 21.0 17.7 31.0 19.0 1.2
1歳 【N=194】 7.2 16.0 17.0 27.8 30.4 1.5 0.0 7歳 【N=214】 8.9 25.2 17.8 28.0 19.6 0.5
2歳 【N=184】 4.3 20.1 12.5 28.8 33.7 0.5 0.0 8歳 【N=210】 8.6 22.4 18.1 29.0 21.9 0.0
3歳 【N=203】 10.3 24.6 14.8 24.6 23.2 2.0 0.5 9歳 【N=184】 7.6 20.7 17.9 27.2 25.5 1.1
4歳 【N=200】 7.5 21.0 17.0 31.5 18.5 2.0 2.5 10歳 【N=173】 12.7 24.3 14.5 24.9 23.7 0.0
5歳 【N=227】 4.4 24.2 16.3 29.5 22.5 0.4 2.6 11歳 【N=186】 10.2 19.9 15.1 22.6 31.2 1.1

テレビ・ビデオの平均視聴時間

就
学
前
児
童

テレビ・ビデオの平均視聴時間

就
学
児
童

2
0
時
半
よ
り
前

2
0
時
半
～
2
1
時

2
1
時
～
2
1
時
半

2
1
時
半
～
2
2
時

2
2
時
～
2
3
時

2
3
時
以
降

そ
の
他

無
回
答

2
0
時
半
よ
り
前

2
0
時
半
～
2
1
時

2
1
時
～
2
1
時
半

2
1
時
半
～
2
2
時

2
2
時
～
2
3
時

2
3
時
以
降

無
回
答

全体 【N=1,241】 12.7 26.0 31.7 16.9 10.1 1.0 0.3 1.3 全体 【N=1,245】 2.0 12.9 33.8 29.0 18.4 3.4 0.6

0歳 【N=208】 17.3 26.4 25.0 15.9 13.0 1.0 1.0 0.5 6歳 【N=248】 5.2 22.6 42.3 22.2 6.9 0.0 0.8
1歳 【N=194】 13.4 23.2 28.4 21.6 12.4 0.5 0.5 0.0 7歳 【N=214】 1.4 18.7 43.0 23.8 12.1 0.5 0.5
2歳 【N=184】 7.6 21.7 29.3 22.8 15.2 2.7 0.0 0.5 8歳 【N=210】 2.4 12.4 40.5 31.4 11.9 1.4 0.0
3歳 【N=203】 14.8 28.1 34.0 12.3 9.4 0.5 0.0 1.0 9歳 【N=184】 1.1 10.9 37.0 30.4 17.9 1.6 1.1
4歳 【N=200】 12.5 27.5 35.5 13.5 8.0 0.5 0.0 2.5 10歳 【N=173】 0.6 6.4 16.8 39.3 30.6 6.4 0.0
5歳 【N=227】 10.6 27.8 37.4 15.9 4.8 0.4 0.4 2.6 11歳 【N=186】 0.0 2.2 16.7 30.6 37.6 12.4 0.5

就
学
前
児
童

就寝時刻

就
学
児
童

就寝時刻
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第８項 子どもの遊び場

子どもの遊び場について日ごろ感じることは、就学前児童・就学児童ともに「雨の日に

遊べる場所がない」が最も多く、その次に「遊具などの種類が充実していない」が続いて

います。

第９項 子育ての悩み

１ 子どもに関すること

子育てに関して日常悩んでいることについて、子どもに関することでは、就学前児童・

就学児童ともに「子どもの教育に関すること」が最も多くなっています。

16.8

61.8

17.8

51.7

18.1

22.7

15.5

15.6

6.7

38.8

18.9

12.8

9.9

7.5

1.6

13.0

58.2

29.2

39.3

12.4

19.4

9.7

13.0

6.7

16.9

20.7

7.6

11.2

9.3

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古くて危険である

緑や水辺など子どもが自然にふれあう場が少ない

遊び場やその周辺の環境が悪くて安心して遊べない

公園など遊び場のトイレがおむつ替えや親子での利用に配慮されていない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいない

その他

特に感じることはない

無回答

(%)

就学前児童【N=1,241】 就学児童【N=1,245】

22.9

28.8

22.5

14.9

38.7

24.6

1.9

21.1

3.9

1.7

17.3

15.3

15.7

15.0

51.7

39.1

1.4

18.0

3.8

2.1

0.0 20.0 40.0 60.0

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友だちづきあいに関すること

子どもの不登校など

特にない

その他

無回答

(%)

就学前児童【N=1,241】 就学児童【N=1,245】
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２ 保護者に関すること

子育てに関して日常悩んでいることについて、保護者に関することでは、就学前児童で

は「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと」が最も多く 46.4％、

就学児童では「子育てにかかる出費がかさむこと」が最も多く 35.9％となっています。

17.6

7.7

5.2

6.8

3.0

46.4

16.0

34.6

29.0

32.5

11.7

16.1

3.5

2.7

14.1

9.1

3.9

5.2

3.0

25.5

10.8

21.4

13.2

35.9

9.6

24.3

5.6

2.9

0.0 20.0 40.0 60.0

子育てに関して配偶者の協力が少ないこと

配偶者と子育てに関して意見が合わないこと

子育てが大変なことを、ご自身や配偶者の親、親せき、近隣の人、職場など周りの人が理解してくれないこと

ご自身の子育てについて、ご自身や配偶者の親、親せき、近隣の人、職場など周りの見る目が気になること

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れないこと

配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大きいこと

子育てにかかる出費がかさむこと

住居がせまいこと

特にない

その他

無回答

(%)

就学前児童【N=1,241】 就学児童【N=1,245】
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第３章 計画の基本理念と施策の基本方向

第１節 基本理念

子どもが、自らが創造的な子ども文化を育み、次代を担う人として明るく健やかに成長

することは、全ての市民の願いです。

子どもは、人と人との関わりの中で切磋琢磨することで、主体的に判断し行動する「生

きる力」と、自分を認めながら他人も認め、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな

人間性を身につけます。

学校教育の果たす役割の重要性はもちろんですが、子どもが生まれて初めて関わる社会

である家庭における教育や、地域の人々とのふれあいが、子どもの成長に重要な役割を果

たしています。

また、少子化は確実に進んでいます。結婚や出産は個人の価値観や自己決定権の問題で

すが、社会的・経済的に支援が必要な家庭に対する積極的な支援体制の整備など、子育て

に夢と希望を感じる地域社会づくりは重要な課題です。

子どもをめぐる社会状況の変化に伴い、明らかになった課題を解決するには、市民と市

がそれぞれ共通の理念の下に連携し合い、協働して互いの役割を果たし合うことが必要で

す。その際には、乳幼児期から青年期に至る子どもの生活の全ての領域にわたって、総合

的な視点で取り組むことが求められています。

本市に生まれ育つ全ての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めるため、本計画は、

「箕面市新子どもプラン（箕面市次世代育成支援対策行動計画）」の基本理念を受け継ぎま

す。

第２節 基本目標

本計画の策定にあたっては、基本理念を実現するために、以下の 4 つの目標を掲げて、

総合的に施策を推進していきます。

子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざして

１．子どもが明るくのびのび育つまちづくり

２．子どもが輝くまちづくり

３．大人と子どもの協働によるまちづくり

４．安心して子育てができるまちづくり
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１．子どもが明るくのびのび育つまちづくり

子どもが、国籍、出生、性別、障害の有無などによって差別されることなく、一人ひと

りの人権が尊重され、それぞれの個性とその能力がいかされ、個人が大切にされるまちづ

くりをめざします。

２．子どもが輝くまちづくり

子どもは、人と人とのふれあいを通し切磋琢磨しながら、他人を思いやる心や感動する

心など、豊かな人間性が養われ、主体的に判断し、行動し、自らを律しつつその義務を果

たし、たくましく生きることができるよう育っていきます。

子どもの多様で自主的な活動から生まれる子ども文化を尊重し、子どもが輝くまちづく

りをめざします。

３．大人と子どもの協働によるまちづくり

大人と子どもがそれぞれの役割と責任を自覚しながら、子どもの意見表明の機会を確保

し、互いに教えあい学びあい、ともに育つまちづくりをめざします。

４．安心して子育てができるまちづくり

子どもが心豊かに健やかに育つために、保健、医療、福祉、教育、労働、住宅その他の

幅広い分野において、保育所・幼稚園・認定こども園※・学校、家庭、地域がそれぞれの

役割と責任を果たし、強く連携しながら、安心して子育てができるまちづくりをめざしま

す。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。
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第３節 施策体系図

１ 家庭・地域における子育て・親育ちへの支援
２ ゆとりをもって子育てができる生活環境づくり
３ 子どもの健康づくり
４ 発達上支援を必要とする子どもの支援
５ 情報、相談体制の整備
６ 教育コミュニティの形成
７ 人権文化の推進

１ サービス提供区域
２ 就学前保育・教育サービスの提供量
３ 地域子ども・子育て支援事業の提供量
４ 就学前子育て・保育・教育の充実

１ 男女協働参画への取り組み
２ 子育てと仕事の両立支援
３ 子どもの貧困対策の推進

１ 子どもの居場所、活動拠点の整備・充実
２ 子どもの自由な遊び場づくり
３ 放課後子ども総合プランの推進

１ 子どもの自然・文化・スポーツ活動の推進
２ 子どもの社会体験・活動の推進
３ 子どもの社会参加の促進
４ 青少年団体、青少年関係団体の活動支援
５ 子どもの読書活動の推進

１ 学校教育の充実
２ 地域に開かれた学校づくり
３ 心の教育の充実
４ 人権教育の推進
５ 次代の親の育成

１ 自立への支援
２ 問題行動の予防と早期発見・早期対応
３ 非行防止・安全確保に向けた市民運動の推進

１ 地域における生涯学習・交流の促進
２ 地域福祉活動における多世代交流の促進

～子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざして～

■ 子どもが明るくのびのび育つまちづくり ■ 子どもが輝くまちづくり

■ 大人と子どもの協働によるまちづくり ■ 安心して子育てができるまちづくり

家庭における子育て環境の見直しと地域における子育て環境の整備１

保育サービスの量的・質的充実２

子育て世代に対する労働環境の整備３

子どもの遊び場づくり４

子どもの文化的・社会的活動の支援５

教育の充実と開かれた学校づくり６

健全育成と自立支援７

世代をつなぐ生涯学習・交流の促進８
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第４章 施策の展開

第１節 施策の基本方向と主な取り組み

全ての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを実現するため、先に示した４つの基本理念

に基づき、子どもが、自ら「生きる力」を身に付けることができるよう、保育所・幼稚園・

認定こども園※・小中学校、家庭、地域が連携するとともに、大人と子どもが互いに信頼

し合える多様な人間関係づくりに努めていきます。また、箕面市のまち全体で、子どもが

のびのびと育つことのできるまち、安心して子どもを育てることのできるまちをめざしま

す。

これらを実現するために、「箕面市新子どもプラン」における基本目標を受け継ぎ、以下

の８項目を掲げ、施策を推進します。

第１項 家庭における子育て環境の見直しと地域における子育て環境の整備

家庭における教育は、子どもの成長において重要な役割を果たします。保護者が、子ど

もを受け止める包容性と社会のルール等を教える規範性の両面を持つことで、家庭のきず

なは強くなっていくものですが、規範性の希薄化が指摘されていることから、家庭教育の

重要性を啓発する取り組みを進めます。

保護者が悩むことの多い家庭教育では、社会からの支援も必要です。近年、家庭と地域

の結びつきが弱まっている中で、孤立感を感じる子育て家庭が増えていることから、子育

て・親育ちを身近な地域で支援していくことが重要となっています。しかし、日頃から関

係性のある支援先でなければ、子育て家庭は、なかなか悩みを打ち明けたり、支援を受け

たりすることに至りません。また、就労や社会参加等をしていない家庭で子育てをしてい

る世帯は、仲間づくりや情報提供、相談支援を特に必要としています。“待つ支援”ではな

く、日頃から広く様々な子育て資源を開放していくとともに、“出向く”支援に力を入れて

いきます。そのほか、生活基盤や健康づくりに対する支援も行います。

都市化や核家族化が進行する中で、子育て家庭が不安や悩みを抱え込むことがないよう、

保育所・幼稚園・認定こども園※・小中学校、家庭、地域の協働による、地域社会で子ど

もを育てる教育コミュニティづくりを進めていきます。

発達上支援を必要とする子どもに対しては、子どもがのびのびと育ち、保護者が安心し

て子育てができるよう、きめ細かい支援を子どもの成長段階で途切れることなく実施して

いきます。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。
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１ 家庭・地域における子育て・親育ちへの支援

家庭教育に対する支援である「親支援プログラム」や「子育てに関わる講座の開催」等

は、親としての意識啓発だけでなく保護者のつながりづくりの場としての機能も果たして

いることから、参加を促進するための周知方法を工夫し、関係機関との連携による開催を

進めます。

子育て家庭と地域社会をつなぐため、「こんにちは赤ちゃん訪問」等、早期に子育て家庭

と関わる事業の充実に取り組みます。また、子育てに関する悩みやストレスを解消するた

め、家庭に対する情報提供と相談支援として「みのお子育て応援ガイドブックの発行」や

「子育てに関する相談窓口の充実」等を進め、相談支援体制の充実に努めます。その他、

身近な場所で育児不安を解消するため、「地域に飛び出す子育て支援センター」「子育て支

援の場の充実」「子育てサロンの開催を支援」「子育てサークル活動の場の提供・活動支援」

等による地域における子育て支援を行います。中でも、子育ての仲間づくりは、親の精神

的な安定を図る効果とともに、家庭を子育てに関する情報やサービスにつなげる役割も期

待できることから、積極的に実施していきます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

親支援プログラ

ム

子 ど も 未 来

創造局

親同士で子育ての悩みや関心のあ

ることを話し合い、自分に合った子

育ての仕方を一緒に学び合うなど

の参加型プログラムを実施します。

関係部局と連携

しながら、事業を

実施します。

子育てに関する

講座の開催

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

市役所・人権文化センター・生涯学

習センター・公民館・図書館等にお

いて、子育てに関する講座を開催し

ます。

関係部局・市民団

体と連携しなが

ら、事業を継続し

て実施します。

こんにちは赤ち

ゃん訪問（乳児家

庭全戸訪問事業）

健康福祉部 生後４か月までの乳児のいる家庭

を訪問し、子育て情報の提供や専門

職による支援を行うことで、育児不

安を解消するとともに、支援が必要

な家庭に対しては適切なサービス

につなげていきます。

関係部局と連携

しながら事業を

継続して実施し

ます。

「みのお子育て

応援ガイドブッ

ク」の発行

子 ど も 未 来

創造局

妊娠期から小学校入学までの子育

てに関する各種サービス・制度など

をまとめた「みのお子育て応援ガイ

ドブック」を発行します。

関係部局と連携

しながら内容の

充実に努めます。
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子育てに関する

相談窓口の充実

子 ど も 未 来

創造局

健康福祉部

子育て支援センターや教育センタ

ー相談室、ライフプラザ（総合保健

福祉センター）で子育てに関する各

種の相談対応を行います。

職員のスキルア

ップや関係機関

との連携を図る

等、体制の充実に

努めます。

地域に飛び出す

子育て支援セン

ター

子 ど も 未 来

創造局

就学前の児童を養育する家庭（特に

在宅の家庭）が地域で孤立しないよ

う、子育て支援センターを訪れる親

子と接するだけでなく、保育士を各

地域に出張させ、あそびや交流の場

の提供、親同士のつながりづくりを

はじめ、子育てに関する講座の開催

や育児相談などの、各種の子育てに

関する情報提供などを行います。

子育て支援セン

ターから飛び出

し、市内各地域に

子育て支援の場

を広げます。

子育て支援の場

の整備

子 ど も 未 来

創造局

市役所やライフプラザのキッズコ

ーナー、中央図書館の「にぎやかエ

リア」、小野原多世代地域交流セン

ターのプレイルームなど、公共施設

等に子育て支援の場を整備します。

公共施設等の整

備や改修に合わ

せて、可能な限り

子育て支援の場

を確保します。

子育てサロンの

開催を支援

健康福祉部

子 ど も 未 来

創造局

民生委員・児童委員、主任児童委員

や地区福祉会が小学校区ごとに開

催する「子育てサロン」を、保健師・

保育士の連携参加によって支援し、

子育て中の親子が気軽に集え、仲間

づくりや情報交換ができる環境を

整備します。

関係機関との連

携を強化し、専門

的な支援を継続

します。

子育てサークル

活 動 の 場 の 提

供・活動支援

子 ど も 未 来

創造局

健康福祉部

子育て情報サイト「おひさまネット

（おひさまメール）」を通じて、子

育てサークルの活動内容などを紹

介し、子育てサークルに関する情報

紙「子育て MAP みのお」を配布し

ます。また、子育てサークルからの

依頼に応じて保健師等を活動の場

に派遣し、子どもの健康相談や遊び

の提供などの活動支援を行います。

継続して実施し

ます。
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２ ゆとりをもって子育てができる生活環境づくり

子育ての安心感を確保する上で経済的負担の軽減は重要であることから、平成２５年

(2013 年)に中学校卒業まで拡大した「子どもの医療費の公費助成」を継続して実施しま

す。また、子育てしやすい住居やまちの環境面の充実を図るため、授乳やおむつ替えがで

きるスペース「赤ちゃんの駅」の設置促進を図るなど「子育てバリアフリー施設への転換」

を進めていきます。

子どもの安全確保は重要な課題であることから、「防犯活動の推進」「地域や関係機関と

の連携による安全の確保」により意識啓発や危険箇所の改善を実施します。今後は、地域

による自主的な防犯活動の推進を図ります。

【主な取り組み】

保育所・幼稚園・

認定こども園※を

活用した子育て

支援

子 ど も 未 来

創造局

保育所・幼稚園・認定こども園※で、

育児・教育相談や子育ての情報提供

を行います。

園児保護者以外

の方への PR を積

極的に行います。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

子どもの医療費

の公費助成

市民部 中学校卒業まで（15 歳になる年度

の末日まで）の子どもの通院及び入

院医療費（入院時の食事代を含む）

を所得制限なく助成します。

継続して実施し

ます。

子育てバリアフ

リー施設への転

換

み ど り ま ち

づくり部

公共建築物及び一定規模以上の民

間建築物におけるバリアフリー化

を推進します。

民間事業者と連

携しながらバリ

アフリー化を推

進します。

「赤ちゃんの駅」

の設置

子 ど も 未 来

創造局

授乳とおむつ替えができるスペー

ス「赤ちゃんの駅」を市内の公共施

設等約 80 か所に設置しています。

民間事業者と連

携しながら、設置

数を増やします。

防犯活動の推進 総務部

子 ど も 未 来

創造局

青色防犯パトロールを実施、市民安

全メールの配信や全小中学校で防

犯教室を開催します。

地域による自主

的な防犯活動の

推進を図ります。

地域や関係機関

との連携による

安全の確保

総務部

子 ど も 未 来

創造局

市民の防犯意識の啓発や安全なま

ちづくりのための活動を推進しま

す。また、地域の危険箇所等の点検

活動や、不審者情報の収集及び関係

機関への情報提供を行います。

関係機関との連

携による注意喚

起、未改善箇所の

早期改善に努め

ます。
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３ 子どもの健康づくり

「妊婦への健康教室・健康相談等」「乳幼児健診・健康相談」「保育所・幼稚園での口腔

衛生」「豊能広域こども急病センターの運営」等による、母子の健康づくりや口腔内の健康

づくり、小児救急医療体制の充実は、子育て支援の基盤として重要であることから、より

一層推進していきます。また、妊娠期から子どもの発達段階に応じた食育の取り組みを充

実するとともに、保育所・幼稚園・認定こども園※、関係機関と連携しながら、食育に関

する情報提供や啓発等、食育施策の推進を図るとともに、学校では「小中学校９年間を通

した『食』に関する指導」の充実を図ります。

各職種の協力による食育の実践、地域への情報発信等、取り組みの充実を図ります。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

妊婦への健康教

室・健康相談等

健康福祉部 パパママ教室「はじめてパパママに

なる日のために」を実施します。

継続して実施し

ます。

乳幼児健診・健康

相談

健康福祉部 地区の子育てサロン・育児サーク

ル・幼稚園等への保健師・歯科衛生

士等の出務、相談支援を実施しま

す。

専門的なスタッ

フによる相談支

援を継続して実

施します。

保育所・幼稚園で

の口腔衛生

子 ど も 未 来

創造局

健康福祉部

歯科健診、歯科衛生士によるブラッ

シング指導を行います。

継続して実施し

ます。

豊能広域こども

急病センターの

運営

健康福祉部

市立病院

１５歳未満の小児急病患者を対象

に、土・日曜日、祝日等の休日や夜

間の応急的な診療を実施します。ま

た、箕面市立病院においては、月・

木～土曜日で、豊能広域こども急病

センターの後送病院を担当します。

継続して実施し

ます。

小 中 学 校 で の

「食」に関する指

導

子 ど も 未 来

創造局

箕面市内の各学校において、教職員

と栄養教諭等との連携によるチー

ムティーチング等で、食に関する指

導を推進します。

箕面市食育プロ

グラムを作成し、

全校で実施しま

す。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。
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４ 発達上支援を必要とする子どもの支援

発達上支援を必要とする子どもの支援に関しては、第 3 次箕面市障害者市民の長期計画

（みのお‘N’プラン）及び第 4 期箕面市障害福祉計画との整合を図りながら推進してい

きます。

障害がある等、発達上支援を必要とする子どもの療育・支援保育、支援教育の充実を図

るため、「療育の充実」「支援保育・支援教育の充実」等において、個別ニーズへの対応や

人員体制の強化を図ります。また、保育内容の連続性を担保するために、保育所・幼稚園・

認定こども園※・療育施設の連携を強化します。就学前には、学校等と引き継ぎを行い、

安心して学校生活をスタートできるよう努めます。また、就学後は、学校等において適切

な教育を受けられるよう、職員体制の強化や共生保育・教育を推進し、「障害のある児童・

生徒の居場所・活動を進める保護者グループ支援」を図ります。また、医療的ケアを必要

とする子どもを支援するため、医療・福祉・就学時の教育機関等との連携を進めます。

発達上支援を必要とする子どもをもつ家庭への支援にあたっては、相談の充実のため、

相談機関の周知、関係機関との連携強化に努めます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

療育の充実 子 ど も 未 来

創造局

児童発達支援事業所あいあい園に

おいて、就学前児童の療育を行いま

す。

児童通所支援の利用決定及び通所

給付費の支給を行います。（児童発

達支援・医療型児童発達支援・放課

後等デイサービス・保育所等訪問支

援）

継続して実施し

ます。

発達障害児への

個別療育

子 ど も 未 来

創造局

発達障害児に対し、こども発達支援

センター青空での個別療育の場を

提供します。

継続して実施し

ます。

発達支援事業

「親子教室」

子 ど も 未 来

創造局

発達上支援を要する児童と保護者

に対して、遊びの場を提供し、児童

の経過観察及び保護者への子育て

相談や助言を行います。

継続して実施し

ます。

支援保育・支援教

育の充実

子 ど も 未 来

創造局

発達を支援する必要がある子ども

について、保育所や幼稚園等での集

団の場で保育し発達を促します。

関係機関との連携

等を通じて、支援

保育・支援教育の

充実を図ります。
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５ 情報、相談体制の整備

「子育てや子どもに関する情報の収集・提供」「子育て支援センターからの情報発信」等

において、市民の自主的な活動も含めて情報発信できるよう、関係機関や市民と連携した

情報収集に努めます。「相談体制の充実」に向けては、個別の課題に応じて、より確実に必

要な支援に結びつけることができるよう、人員体制の強化、関係機関・地域とのネットワ

ークの定着、学校の組織的対応力の向上を図ります。

虐待対応では、予防・早期発見・在宅支援・緊急対応までステージに応じた支援を定着

させるため、「子どもを守るための地域ネットワーク機能の強化」「早期発見・早期対応へ

の取り組みの強化」を進め、地域の力の活用や予防・早期発見・早期対応に関する啓発を

より一層推進していきます。

【主な取り組み】

臨床心理士の巡

回

子 ど も 未 来

創造局

臨床心理士が私立幼稚園を巡回し、

個別のケース会議を実施しながら、

各園の支援教育を支援しています。

関係機関との連

携等を通じて、私

立幼稚園での支

援教育を推進し

ます。

障 害 の あ る 児

童・生徒の居場

所・活動を進める

保護者グループ

支援

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

小学生～高校生年代の障害のある

子どもたちの居場所づくり・活動を

進める保護者グループへの場所・情

報提供など協働して活動の支援を

行います。

関係機関との連

携を強化します。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

子育てや子ども

に関する情報の

収集・提供

子 ど も 未 来

創造局

子どもや子育てに関する情報を提

供するため、窓口等に各施設・事業

等のちらしを配置します。

関係機関や市民

と連携しながら

情報収集に努め

ます。

子育て支援セン

ターからの情報

発信

子 ど も 未 来

創造局

「みのお子育て応援ガイドブック」

の発行、「子育て MAP みのお」の

配布、子育て情報サイト「おひさま

ネット（おひさまメール）」を通じ

た情報提供・発信を行います。

継続して実施し

ます。
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６ 教育コミュニティの形成

教育コミュニティの形成を進めるため、「コミュニティセンターにおける三世代交流事業

への支援」「子育てサロンの開催を支援」等をより一層推進していきます。

【主な取り組み】

相談体制の充実 人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

市民部

電話、面接、訪問等による相談体制

について、方法や時間を工夫するこ

とで体制の充実を図ります。

関係機関との連

携強化や職員の

スキルアップ等

を通じて、継続し

て体制の充実を

図ります。

子どもを守るた

めの地域ネット

ワーク機能の強

化

子 ど も 未 来

創造局

関係機関、地域からの通告や相談を

受理し、地域の関係機関と連携しな

がら対応し、子ども家庭センター等

関係機関とともに、家庭の見守りを

実施します。

継続して連携を

強化していきま

す。

早期発見・早期対

応への取り組み

の強化

子 ど も 未 来

創造局

家庭・学校・地域に対し、虐待の予

防・早期発見の重要性の啓発や通告

制度の周知を行うほか、支援の必要

な家庭や学校に対し訪問活動を行

います。

啓発・周知を徹底

し、虐待予防に努

めます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

コミュニティセ

ンターにおける

三世代交流事業

への支援

人権文化部 コミュニティセンターが開催する、

子どもから高齢者までの世代間交

流を目的とした事業を支援します。

継続して実施し

ます。

子育てサロンの

開催を支援

（再掲）

健康福祉部

子 ど も 未 来

創造局

民生委員・児童委員、主任児童委員

や地区福祉会が小学校区ごとに開

催する「子育てサロン」を、保健師・

保育士の連携参加によって支援し、

子育て中の親子が気軽に集え、仲間

づくりや情報交換ができる環境を

整備します。

関係機関との連

携を強化し、専門

的な支援を継続

します。
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７ 人権文化の推進

人権に関する理解をより深めるため、「人権に関する講演会、フォーラム、パネル展示等

の実施」「啓発冊子の作成」等を行い、人権文化センターの充実を図る中で、学校や関係機

関との連携強化、集客の拡大、事業運営に対する市民ニーズの反映を図っていきます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

人権に関する講

演会、フォーラ

ム、パネル展示等

の実施

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

人権について考え学ぶ機会として、

講演会、フォーラム、パネル展示等

を実施します。

継続して実施し

ます。

啓発冊子の作成 子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

情報誌「はじけるこころ」を年 2

回発行します。

小中学校の全保

護者へ平成２６

年度(2014 年度)

から配布するよ

うにしました。広

報・啓発活動のさ

らなる充実に努

めます。
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子ども・子育て支援事業計画とは、子ども・子育て支援法に基づき、平成２７年度(2015

年度)から平成３１年度(2019 年度)の５年間を計画期間とする、保育所や幼稚園などの就

学前保育・教育サービス及び学童保育や地域子育て支援センターなどの子育て支援サービ

スの提供量を定める計画です。

１ サービス提供区域

国の指針では、中学校区等を参考に、就学前保育・教育サービス、子育て支援サービス

の提供区域を設定することになっています。本市では、保育所や幼稚園に通所・通園区域

がなく、施設整備に場所の制限を設けることは効率が悪いため、地域的な特性は考慮しな

がらも、市域を細かく分けず、一つの区域とすることで効果的なサービス提供をめざしま

す。

平成２７年(2015 年)３月現在

●森町友星保育園

●■みすず学園

森町こども園

■箕面学園附属幼稚園

●箕面保育園

◆なか幼稚園

●桜保育園

●みすず学園桜ヶ丘保育園

■箕面桜ヶ丘幼稚園

▲桜ヶ丘保育所

■牧落幼稚園

●アートチャイルドケア

箕面

■若葉幼稚園

◆せいなん幼稚園

●瀬川保育園

■聖母被昇天学院幼稚園

●常照寺隣保館保育園

▲萱野保育所

◆かやの幼稚園

●つばさ学園

●もみじ保育園

●紅葉夢保育園

▲稲保育所

●彩都みのり保育園

■粟生幼稚園

●アスク彩都西保育園

●法泉寺保育園

▲東保育所

◆ひがし幼稚園

●小野原学園

◆とよかわみなみ幼稚園

▲市立保育所 ４所

●民間保育所 １５園

◆市立幼稚園 ５園

■私立幼稚園 ７園

第２項 保育・教育サービスの量的・質的充実

子ども・子育て支援事業計画

山間部
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２ 就学前保育・教育サービスの提供量

国の指針では、今後５年間のサービス提供量を定めるにあたっては、就学前保育・教育

サービスの必要量を見込み、その見込量が既存のサービス提供量で不足する場合に、保育

所や幼稚園などの整備を計画します。

本市は、就学前児童数も保育所・幼稚園児童数も増え続けており、保育所整備を毎年行

ってきましたが、待機児童が解消しない状況にあります。そのため、国の指針による必要

量に留まらず、年度当初だけでなく年度末においても、保育所入所を申し込んでも入所で

きない子どもがゼロになるよう施設の整備を進めます。

（１）本市のこれまでの状況

ア 就学前児童数の推移

就学前児童数は、年々増えており、平成２０年度(2008 年度)から平成２６年度(2014

年度)までで 1,284 人（19.3％）増えています。

イ 保育所・幼稚園児童数の推移

保育所児童数及び幼稚園児童数も年々増えており、平成２０年度(2008 年度)から平成

２６年度(2014 年度)までで保育所児童が 439 人（33.6％）、幼稚園児童が 601 人

（24.4％）増えています。就学前児童数の伸びより増加幅が大きく、保育所や幼稚園など

の就学前保育・教育サービスへの需要が高まっています。

幼稚園児童数

保育所児童数

1,284 人増

各年４月１日現在

各年５月１日現在

601 人増

439 人増
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ウ 要保育率※の推移

要保育率※を０～２歳児、３～５歳児に分けて比較すると、以前は低かった０～２歳児

の要保育率※は、平成２５年度(2013 年)以降３～５歳児を上回って高くなっています。

エ これまでの保育所整備状況

本市では、「箕面市待機児童ゼロプラン」及び「箕面市待機児童ゼロプラン Ver.2」に

基づき、平成２３年(2011 年)４月開設分から平成２６年(2014 年)１２月開設分までで

保育所の施設定員を合計 655 人分拡大しました（公立・民間合わせて１９園 1,980 人分

となりました）。

３～５歳

０～２歳

各年４月１日現在

定員拡大

655 人分

※要保育率：就学前児童数のうち、保育所の入所を申し込んだ子どもの割合
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オ 保育所待機児童数の推移

本市では、保育ニーズが増加し続けており、平成２３年度(2011 年度)には、保育所の

整備に加えて、新たに、長期休業中も保育所並みの長時間保育を行う「子育て応援幼稚園
※」制度を開始しました。保育所の受け入れ児童数が増えただけでなく、保育所以外の選

択肢も増えたことにより、保育を必要としていても幼稚園へ行く子どもが増え、平成２４

年度(2012 年度)には、国の定義による保育所待機児童数がゼロとなりました。

しかしながら、特定の保育所のみを希望している子ども、認可外保育施設に入所中の子

ども、保護者が求職中の子どもは、国が定義する待機児童に含まれておらず、実際には、

毎年 100 人前後の子どもが、保育所入所を申し込んだにもかかわらず、保育所に入所で

きていない実態があります。

そのため、本市では、国の定義に拠らず、実際に保育所入所を申し込んでも入所できな

い子どもを「実待機児童」とし、その解消をめざしています。

（２）今後５年間における就学前保育・教育サービス必要量の見込み

国の指針では、平成２７年度(2015 年度)から平成３１年度(2019 年度)の各年度当初

に見込まれる就学前児童数に対し、アンケート調査結果から算出する利用意向率を乗じて、

就学前保育・教育サービスの必要量を求めることとなっています。

実待機児童数

国の定義による待機児童数

各年４月１日現在

124 人

※子育て応援幼稚園：本市では、夏休みなどの長期休業中も午前８時から午後６時までの

預かり保育を行っている私立幼稚園を「子育て応援幼稚園」と名付け、

「子育て応援幼稚園」に通う園児の保護者には、独自の補助金制度を

設けています。
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ア 就学前児童数の推計

本市では、彩都地域や箕面森町地域といった新市街地での住宅供給により人口増が続い

ている上、平成３２年度(2020 年度)には北大阪急行の延伸が予定されていることから、

今後も増加傾向が続く見通しです。就学前児童数も同様に増え続けており、今後５年間で

は 613 人増える見込です。

イ アンケート調査結果による利用意向率

国の指針では、就学前保育・教育サービス提供量を定めるに当たって、就学前保育・教

育サービスの利用を希望する子どもを５つの区分に分けることとなっています。

アンケート調査結果から、就学前保育・教育サービスを利用したい保護者の割合（利用

意向率）を区分ごとに導き出した結果は、以下のとおりとなります。

区分 利用意向率

①保育を必要とする０歳児 15.5%

②保育を必要とする１・２歳児 27.9%

③保育のみを必要とする３～５歳児 24.0%

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳児 7.2%

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳児 58.3%

各年４月１日現在

613 人増

３～５歳

１・２歳

０歳

２１ページに記載している

第２章第２節「アンケート調査結果からみた子育て支援ニーズ」

第４項「平日の定期的な幼稚園や保育所などの利用状況」（利用状況・利用希望）を

①～⑤の区分に合わせ、「認可保育所」→年齢ごとに①②③、「幼稚園」→⑤、「幼稚園

＋幼稚園の預かり保育」→就労状況に応じ④⑤と、回答ごとに計算しました。
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ウ 利用意向率の推計

国の指針では、今後５年間の就学前保育・教育サービス必要量を求めるに当たって、ア

ンケート調査結果を用いるとされていますが、調査は平成２５年(2013 年)１２月に実施

しており、直近である平成２７年度(2015 年度)の利用申込の状況などから導き出される

利用意向率との乖離が見られました。

利用意向率は、４１ページにあるとおり要保育率が一貫して上昇傾向にあるため、平成

３１年度(2019 年度)に向けてさらに上昇すると見込み、以下のとおり補正します。

◆平成２７年度(2015 年度)の利用意向率がアンケート調査の利用意向率を上回る場合

（②・③・⑤）

これまでの伸び率に応じて、平成２７年度(2015 年度)から毎年 0.2～0.5 ポイント

ずつ増加するものと補正します。

◆平成２７年度(2015 年度)の利用意向率がアンケート調査の利用意向率を下回る場合

（①・④）

平成３１年度(2019 年度)にアンケート調査結果の利用意向率と同じになるように、

平成２７年度(2015 年度)とアンケート調査との差を４等分して毎年上乗せするよう

補正します。

今後５年間における利用意向率

区分 アンケート

調査結果

H27
申込状況

差

①保育を必要とする０歳 15.5% 14.0% △ 1.5%

②保育を必要とする１・２歳 27.9% 32.6% 4.7%

③保育のみを必要とする３～５歳 24.0% 24.0% 0.0%

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳 7.2% 6.6% △ 0.6%

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳 58.3% 63.5% 5.2%

区分
H27

(実績)
H28 H29 H30 H31

①保育を必要とする０歳 14.0% 14.3% 14.7% 15.1% 15.5%

②保育を必要とする１・２歳 32.6% 33.1% 33.6% 34.1% 34.6%

③保育のみを必要とする３～５歳 24.0% 24.4% 24.9% 25.4% 25.9%

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% 7.2%

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳 63.5% 63.7% 63.9% 64.1% 64.3%
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エ 今後５年間のサービス必要量の推計

アで推計した就学前児童数にウで推計した利用意向率を乗じて、平成２７年度(2015

年度)から平成３１年度(2019 年度)までの就学前保育・教育サービス必要量を求めたとこ

ろ、以下のとおりとなりました。

オ 年度途中の保育所待機児童の発生状況

保育所では、毎月一定数の入所申込があるため、実待機児童数は年度当初（４月１日）

から年度末（３月１日）にかけて増加していきます。

①保育を必要とする０歳児
②保育を必要とする１・２歳児
③保育のみを必要とする３～５歳児

④保育及び幼児教育を希望する
３～５歳児

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳児

各年４月１日現在

①

②

③

④

⑤

０歳 142 人
１・２歳
34 人

３～５歳
29 人

(205 人の内訳)

実待機児童

205 人増

（注）平成２６年１２月に保育所１園が新設されましたが、
新設がなかったとした場合の実待機児童数を求めました。

各月１日現在
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カ 今後５年間の年度末におけるサービス必要量

エで求めた今後５年間のサービス必要量は、各年度当初（４月１日）の見込です。サー

ビス必要量は、年度途中の入所申込により年度末に向けて増加するため、オのとおり実待

機児童が年度内に増加する状況にあります。今後５年間のサービス必要量を求めるにあた

り、国は年度当初の数値を推計することとしていますが、本市は、年度途中でも実待機児

童が発生しないように、年度当初より多い年度末の数値を求めることとします。

年度内に増加する保育所の実待機児童数は、直近の実績である平成２６年度(2014 年

度)の 205 人（０歳児 142 人、１・２歳児３４人、３～５歳児２９人）と見込み、平成

３１年度(2019 年度)までの各年度末のサービス必要量を、

エのサービス必要量＋オの実待機児童数＝各年度末のサービス必要量

として求めると、以下のとおりとなります。

幼児教育については、各園の待機児童数が顕在化していないため、年度内の増加分を明

確にすることはできませんが、利用意向率の上昇分に含まれているとみなし、エで求めた

年度当初の必要量を当該年度末までの必要量とします。

H26 H27 H28 H29 H30 H31

①保育を必要と
　する０歳児

275 307 311 316 323 329

②保育を必要と
　する１・２歳児

798 854 856 914 955 994

③保育のみを必要
　とする３～５歳

1,002 1,060 1,113 1,109 1,156 1,211

保育を必要とする
０～５歳

2,075 2,221 2,280 2,339 2,434 2,534

各年度末の必要量
区分

H26 H27 H28 H29 H30 H31

④保育及び幼児
　教育を希望する
　３～５歳

272 285 300 300 313 329

⑤幼児教育のみを
　希望する
　３～５歳

2,669 2,740 2,831 2,774 2,846 2,935

幼児教育を希望
する３～５歳

2,941 3,025 3,131 3,074 3,159 3,264

各年度末の必要量
区分

（単位：人）

（単位：人）
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（３）今後５年間のサービス必要量に対する確保方策

ア 子ども・子育て支援新制度に基づく施設の整備

子ども・子育て支援新制度によって、保育所の最小定員が６０人から２０人に引き下げ

られ、定員規模の小さい保育所も開設できるようになったことや、地域型保育事業※とし

て多様な保育形態が新たに認められるようになったことなど、保育所の新設などが容易に

なりました。

本市では、この制度改正を受け、平成２７年(2015 年)４月に、

・認可外保育施設から保育所へ変更（２園）

・認可外保育施設から地域型保育事業※へ変更（２か所）

・地域型保育事業※が新設（１か所）

・私立幼稚園から認定こども園※へ変更（２園）

しました。

また、平成２７年度(2015 年度)途中に、

・豊川支所２階で地域型保育事業※が新設されます。

平成２８年(2016 年)４月には、

・ひがし幼稚園が民間移管されて認定こども園※として新設され、幼児教育だけでなく、

保育も行うこととなります。

既存の施設も、平成２７年(2015 年)４月時点では施設定員まで子どもを受け入れてい

ない保育所がありますが、保育士の態勢などを整え、施設定員まで受け入れ人数を増やす

予定です。

これらの定員拡大を①～⑤の区分に分けて整理すると、下表のとおりサービス提供量が

増えることとなります。

※地域型保育事業：定員６～１９人の小規模保育事業や従業員の子どもと地域の子どもを

一緒に保育する事業所内保育事業などの０～２歳児を対象とする事業

が新たに市町村の認可事業となり、保育所に限らず、多様な保育形態

が認められることとなりました。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。認可手続きなどが簡素化されました。

（単位：人）

①保育を必要とする０歳 46 45

②保育を必要とする１・２歳 114 27

③保育のみを必要とする３～５歳 35 53

保育を必要とする０～５歳 195 125

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳 43 34

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳 138 130

幼児教育を希望する３～５歳 181 164

区分
H26.4
→H27.4

H27.4
→H28.4
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イ 今後５年間のサービス提供量

既存の施設及びアの施設整備による今後５年間のサービス区分ごとの提供量は、以下の

とおりとなります。

認定こども園や私立幼稚園は、他市の施設へ通う子どももいるため、実績に基づき他市

の施設分も含めて計算します。

ウ 今後５年間のサービスの過不足（量）

（２）カで求めた今後５年間の年度末におけるサービス必要量に対し、イのサービス提

供量では、下表のとおり保育において不足が生じることとなります。幼児教育においては、

余裕が出る見込みです。

各年４月１日現在

（単位：人）

H26 H27 H28 H29 H30 H31

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳 273 316 350 350 350 350

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳 2,668 2,806 2,936 2,936 2,936 2,936

幼児教育を希望する３～５歳 2,941 3,122 3,286 3,286 3,286 3,286

区分
サービス提供量

（単位：人）

H26 H27 H28 H29 H30 H31

①保育を必要とする０歳 125 171 216 216 216 216

②保育を必要とする１・２歳 668 782 809 809 809 809

③保育のみを必要とする３～５歳 977 1,012 1,065 1,065 1,065 1,065

保育を必要とする０～５歳 1,770 1,965 2,090 2,090 2,090 2,090

区分
サービス提供量

H27 H28 H29 H30 H31

①保育を必要とする０歳 △ 136 △ 95 △ 100 △ 107 △ 113

②保育を必要とする１・２歳 △ 72 △ 47 △ 105 △ 146 △ 185

③保育のみを必要とする３～５歳 △ 48 △ 48 △ 44 △ 91 △ 146

保育を必要とする０～５歳 ▲ 256 ▲ 190 ▲ 249 ▲ 344 ▲ 444

区分
年度末におけるサービスの過不足（量）

H27 H28 H29 H30 H31

④保育及び幼児教育を希望する３～５歳 31 50 50 37 21

⑤幼児教育のみを希望する３～５歳 66 105 162 90 1

幼児教育を希望する３～５歳 97 155 212 127 22

区分
年度末におけるサービスの過不足（量）
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（４）今後５年間における新たな施設整備計画

ア 施設整備方針

今後５年間における就学前保育・教育サービス提供量は、保育において平成３１年度

(2019 年度)末で最大の 444 人分不足となります。

保育サービス提供量の不足を完全に解消し、年度当初から年度末まで保育を必要とする

子どもが保育所等へ入所できるようにするため、保育所等を可能な限り早期に整備します。

イ 保育施設整備計画

保育所等を整備するに当たって、０～５歳児を預かる通常の保育所は、運営法人の公募

や施設整備補助金などの手続きに一定の期間を要しますので、平成２９年度(2017 年度)

開設を目安とします。

一方、保育サービス提供量の不足は、０～２歳児が 67.1％を占めており、０～２歳児

の定員拡大が早急に求められています。従って、小規模でも運営可能なため施設整備に期

間を要しない、０～２歳児のみを預かる「乳児特化型保育所」も併せて整備することとし、

アの施設整備方針どおり保育所等を可能な限り早期に整備します。

なお、施設の整備に際して、０歳で入所した人数がそのまま１歳児クラスへ、さらに翌

年には２歳児クラスへ進級できるように、１歳児クラス・２歳児クラスともに０歳児クラ

スと同じ人数をそれぞれ確保する必要があります。そのため、０歳児の保育サービス提供

量の不足 113 人分を整備すると、１・２歳児についても 113 人×２＝226 人分の整備

が必要となります。その結果、１・２歳児は、本来のサービス提供量の不足は 185 人分

ですが、226 人分を整備します。

整備計画は、平成２７年度(2015 年度)に、年度内開設が可能な小さい規模の保育所を

整備することとし、平成２８年度(2016 年度)以降は、残りの不足量をほぼ等分していま

す。実際には、年度ごとの整備数にはこだわらず、早期に整備・運営法人を公募・選定す

る中で、法人決定とともに通常の保育所及び乳児特化型保育所の整備を進めていきます。

また、平成３２年度(2020 年度)に予定されている北大阪急行の延伸を見据え、（仮称）

箕面船場駅及び（仮称）新箕面駅周辺にも、保育所の整備を進めます。

保育施設整備計画

開設年度 H27 H28 H29 H30
整備量
合計

０歳児 9人分 35人分 35人分 34人分 113人分

１・２歳児 18人分 70人分 70人分 68人分 226人分

３～５歳児 75人分 71人分 146人分

整備量 27人分 105人分 180人分 173人分 485人分

整備量(累計) 27人分 132人分 312人分 485人分
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ウ 保育施設整備計画を実施後のサービス提供量

年度末においても実待機児童ゼロとなるように、イの保育施設整備計画を実施した後

のサービス提供量は、以下のとおりとなります。

平成３０年度(2018 年度)以降、全区分で年度末まで実待機児童ゼロとなりますが、

それまで一部の区分に残る不足分を少しでも早く減らすよう、既存の施設のクラス構成を

調整するなど、サービス提供量の偏りを減らし、早期での実待機児童ゼロをめざします。

（単位：人）

H27 H28 H29 H30 H31

（３）イの提供量 171 216 216 216 216

整備量（累計） 9 44 79 113 113

サービス提供量 合計 180 260 295 329 329

年度末の必要量 307 311 316 323 329

過不足（量） ▲ 127 ▲ 51 ▲ 21 6 0

（３）イの提供量 782 809 809 809 809

整備量（累計） 18 88 158 226 226

サービス提供量 合計 800 897 967 1,035 1,035

年度末の必要量 854 856 914 955 994

過不足（量） ▲ 54 41 53 80 41

（３）イの提供量 1,012 1,065 1,065 1,065 1,065

整備量（累計） 0 0 75 146 146

サービス提供量 合計 1,012 1,065 1,140 1,211 1,211

年度末の必要量 1,060 1,113 1,109 1,156 1,211

過不足（量） ▲ 48 ▲ 48 31 55 0

（３）イの提供量 1,965 2,090 2,090 2,090 2,090

整備量（累計） 27 132 312 485 485

サービス提供量 合計 1,992 2,222 2,402 2,575 2,575

年度末の必要量 2,221 2,280 2,339 2,434 2,534

過不足（量） ▲ 229 ▲ 58 63 141 41

①保育を必要とする
　０歳児

②保育を必要とする
　１・２歳児

③保育のみを必要と
　する３～５歳

保育を必要とする
０～５歳

区分
年度末のサービス提供量／必要量

H27 H28 H29 H30 H31

（３）イの提供量 316 350 350 350 350

年度末の必要量 285 300 300 313 329

過不足（量） 31 50 50 37 21

（３）イの提供量 2,806 2,936 2,936 2,936 2,936

年度末の必要量 2,740 2,831 2,774 2,846 2,935

過不足（量） 66 105 162 90 1

（３）イの提供量 3,122 3,286 3,286 3,286 3,286

年度末の必要量 3,025 3,131 3,074 3,159 3,264

過不足（量） 97 155 212 127 22

幼児教育を希望する
３～５歳

④保育及び幼児教育を
　希望する３～５歳

⑤幼児教育のみを
　希望する３～５歳

区分
年度末のサービス提供量／必要量
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【基本情報】

◆「保育の必要性」とは、以下の要件にあることをいいます。

□ 就労（フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む）

□ 妊娠、出産

□ 保護者の疾病、障害

□ 同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護

□ 災害復旧

□ 求職活動（起業準備を含む）

□ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

□ 虐待やＤＶのおそれがあること

□ 育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

□ その他、上記に類する状態として市が認める場合

◆保育に必要な保護者の就労時間は、本市では月９６時間以上（週４日・１日６時間

以上）としていましたが、国に合わせ、平成２７年度(2015 年度)から月６４時間

以上（週４日・１日４時間以上）に変更しました。

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の０～２歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、家庭類型ごとの利用意向率（保育を希望する割合）

を算出（０歳児は、利用意向はあっても実際には育児休暇を取得している家庭

も含まれているため、国の育児休暇平均取得率を乗じました）

家庭類型：(a)ひとり親家庭（母子または父子家庭）

(b)フルタイム・フルタイム共働き家庭

(c)フルタイム・パートタイム共働き家庭

(d)パートタイム・パートタイム共働き家庭

③今後５年間で利用意向率が増えると想定し、平成２６年(2014 年)・平成２７

年(2015 年)4 月の状況と②で求めた数値を比較した上で、各年度の利用意向

率を増やしました。

④③で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

・満３歳未満で保育を必要とする子ども

・保育所等の保育を希望する場合に受ける認定（３号認定）

→利用先：保育所、認定こども園※、地域型保育事業※

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0～2歳 3,717 3,705 3,669 3,805 3,899 3,982

（１）保育を必要とする０～２歳：３号認定

※国への報告用数値：各年４月１日現在の状況
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各年４月１日現在

（単位：人）

０歳（３号認定） H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 165 169 174 181 187

確
保
方
策

保育所 127 147 230 265 299 299

認定こども園※ 6 12 12 12 12 12

地域型保育事業※ 0 12 18 18 18 18

② 合計 133 171 260 295 329 329

差引（②－①） 6 91 121 148 142

（単位：人）

１・２歳（３号認定） H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 820 822 880 921 960

確
保
方
策

保育所 633 675 777 847 915 915

認定こども園※ 30 72 72 72 72 72

地域型保育事業※ 0 35 48 48 48 48

② 合計 663 782 897 967 1,035 1,035

差引（②－①） ▲ 38 75 87 114 75

※保育所等の定員児童数で設定しています。０～２歳と３～５歳の比率は、平成２７年

度(2015 年度)見込を参考に積算しました。

確保方策 ≪施設整備計画を含む≫

平成２７年度(2015 年度)

・整備済みの保育所で定員拡大

・認可外保育施設から保育所へ２園移行

・私立幼稚園（子育て応援幼稚園）から認定こども園※へ 2 園移行

・地域型保育事業※が３か所開設

・乳児特化型保育所開設（年度途中）

・地域型保育事業※が１か所開設（年度途中）

平成２８年度(2016 年度)

・整備済みの保育所で定員拡大

・保育所が開設

平成２９年度(2017 年度)

・保育所が開設
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平成３０年度(2018 年度)

・保育所が開設

さらなる確保方策

計画期間外になりますが、平成３２年度(2020 年度)の北大阪急行延伸に伴い、保育

ニーズがさらに高まる見込のため、（仮称）箕面船場駅及び（仮称）新箕面駅のオープ

ンに合わせて、新駅周辺で保育所等を整備します。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。認可手続きなどが簡素化されました。

※地域型保育事業：定員６～１９人の小規模保育事業や従業員の子どもと地域の子どもを

一緒に保育する事業所内保育事業などの０～２歳児を対象とする事業

が新たに市町村の認可事業となり、保育所に限らず、多様な保育形態

が認められることとなりました。
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の３～５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、家庭類型ごとの利用意向率（保育を希望する割合）

を算出

※２号認定は、（保育）と（教育）の２種類に分けて算出

「２号認定（保育）」：「２号認定（教育）」以外の「２号認定」

「２号認定（教育）」：幼児教育の利用希望が強いと想定される家庭

家庭類型：(a)ひとり親家庭（母子または父子家庭）

(b)フルタイム・フルタイム共働き家庭

(c)フルタイム・パートタイム共働き家庭

(d)パートタイム・パートタイム共働き家庭

③今後５年間で利用意向率が増えると想定し、平成２６年(2014 年)・平成２７

年(2015 年)4 月の状況と②で求めた数値を比較した上で、各年度の利用意向

率を増やしました。

④③で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

・満３歳以上で保育を必要とする子ども

・保育所等の保育を希望する場合に受ける認定（２号認定）

→利用先：保育所、認定こども園※、子育て応援幼稚園※

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

3～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

（２）保育を必要とする３～５歳：２号認定（保育・教育）

※子育て応援幼稚園：本市では、夏休みなどの長期休業中も午前８時から午後６時までの

預かり保育を行っている私立幼稚園を「子育て応援幼稚園」と名付け、

「子育て応援幼稚園」に通う園児の保護者には、独自の補助金制度を

設けています。
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各年４月１日現在

（単位：人）

３～５歳（２号認定：保育） H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 1,031 1,084 1,080 1,127 1,182

確保

方策

保育所 990 1,012 1,065 1,140 1,211 1,211

② 合計 990 1,012 1,065 1,140 1,211 1,211

差引（②－①） ▲ 19 ▲ 19 60 84 29

※保育所定員児童数で設定しています。０～２歳と３～５歳の比率は、平成２７年度

(2015 年度)見込を参考に積算しました。

確保方策 ≪施設整備計画を含む≫

平成２７年度(2015 年度)

・整備済みの保育所で定員拡大

平成２８年度(2016 年度)

・整備済みの保育所で定員拡大

・保育所が開設

平成２９年度(2017 年度)

・保育所が開設

平成３０年度(2018 年度)

・保育所が開設

さらなる確保方策

計画期間外になりますが、平成３２年度(2020 年度)の北大阪急行延伸に伴い、保育

ニーズがさらに高まる見込のため、（仮称）箕面船場駅及び（仮称）新箕面駅のオープ

ンに合わせて、新駅周辺で保育所等を整備します。
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各年４月１日現在

（単位：人）

３～５歳（２号認定：教育） H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 285 300 300 313 329

確
保
方
策

子育て応援幼稚園※ 259 203 142 142 142 142

認定こども園 14 113 208 208 208 208

② 合計 273 316 350 350 350 350

差引（②－①） 31 50 50 37 21

※平成２６年度(2014 年度)における子育て応援幼稚園※の児童数は、平成２４年度

(2012 年度)に子育て応援幼稚園※の保護者を対象に実施したアンケート調査結果に

より、園児の約１５％が２号認定に相当すると想定して算出しています。

ただし、平成２７年度(2015 年度)以降については、認定こども園※の増加に伴い、

子育て応援幼稚園※における２号認定の割合が減ると見込んでいます。

確保方策

平成２７年度(2015 年度)

・私立幼稚園（子育て応援幼稚園※）から認定こども園※へ 2 園移行

平成２８年度(2016 年度)

・市立幼稚園１園が認定こども園※へ移行（民間へ移管）

※子育て応援幼稚園：本市では、夏休みなどの長期休業中も午前８時から午後６時までの

預かり保育を行っている私立幼稚園を「子育て応援幼稚園」と名付け、

「子育て応援幼稚園」に通う園児の保護者には、独自の補助金制度を

設けています。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。認可手続きなどが簡素化されました。
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年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

3～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の３～５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、家庭類型ごとの利用意向率（幼児教育を希望する割

合）を算出

家庭類型：(a)フルタイム・パートタイム共働き家庭

(b)専業主婦（夫）家庭

(c)パートタイム・パートタイム共働き家庭

(d)無業・無業の家庭

③今後５年間で利用意向率が増えると想定し、平成２６年(2014 年)・平成２７

年(2015 年)4 月の状況と②で求めた数値を比較した上で、各年度の利用意向

率を増やしました。

④③で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

各年４月１日現在

（単位：人）

３～５歳（１号認定） H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 2,740 2,831 2,774 2,846 2,935

確
保
方
策

子育て応援幼稚園※ 2,194 1,829 1,954 1,954 1,954 1,954

その他私立幼稚園 60 54 54 54 54 54

認定こども園※ 116 617 676 676 676 676

市立幼稚園 298 306 252 252 252 252

② 合計 2,668 2,806 2,936 2,936 2,936 2,936

差引（②－①） 66 105 162 90 1

※子育て応援幼稚園※の児童数は、平成２７年度(2015 年度)の認定こども園※への移行

を反映して同年度分は減らしていますが、平成２８年度(2016 年度)にはこれまでの

傾向どおり増加すると見込んでいます。

（３）幼児教育のみを希望する３～５歳：１号認定

・満３歳以上で保育を必要としない子ども

・幼児教育を希望する場合に受ける認定（１号認定）

→利用先：幼稚園、認定こども園※
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確保方策

平成２７年度(2015 年度)

・私立幼稚園（子育て応援幼稚園※）から認定こども園※へ 2 園移行

平成２８年度(2016 年度)

・市立幼稚園１園が認定こども園※へ移行（民間へ移管）

さらなる確保方策

子育て応援幼稚園※は、これまでどおり児童数の増加傾向が続くと見込んでいますが、

平成３１年度(2019 年度)には余裕が少なくなる見込のため、状況に応じて、幼稚園又

は認定こども園※の整備も検討します。

※子育て応援幼稚園：本市では、夏休みなどの長期休業中も午前８時から午後６時までの

預かり保育を行っている私立幼稚園を「子育て応援幼稚園」と名付け、

「子育て応援幼稚園」に通う園児の保護者には、独自の補助金制度を

設けています。

※認定こども園：保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

です。認可手続きなどが簡素化されました。
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３ 地域子ども・子育て支援事業の提供量

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て家庭等

を対象に市町村が実施する事業です。本市では、新規事業である(１１)～(１３)以外は、既

に実施しています。

(１)時間外保育事業（保育所等の延長保育）

(２)放課後児童健全育成事業（学童保育）

(３)子育て短期支援事業（ショートステイ）

(４)地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

(５)一時預かり事業

(６)病児保育事業

(７)子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

(８)乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）

(９)養育支援訪問事業

(１０)妊婦健康診査

【新規事業】

(１１)利用者支援事業（子育て関連情報の提供・相談窓口）

(１２)実費徴収に係る補足給付を行う事業

(１３)多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業

地域子ども・子育て支援事業では、児童数の推計及びアンケート調査結果、そして平成

２６年度(2014 年度)の状況に基づき、各事業の必要量（量の見込み）を算出し、提供量

（確保方策）を示しています。
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の０～５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、家庭類型ごとの利用意向率（１８時以降の保育を希

望する割合）を算出

家庭類型：(a)ひとり親家庭（母子または父子家庭）

(b)フルタイム・フルタイム共働き家庭

(c)フルタイム・パートタイム共働き家庭

(d)パートタイム・パートタイム共働き家庭

③今後５年間で利用意向率が増えると想定し、平成２６年(2014 年)4 月現在の

状況と②で求めた数値を比較した上で、各年度の利用意向率を増やしました。

④③で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

各年４月１日現在

（単位：人）

時間外保育事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 353 440 525 623 726

確
保
方
策

保育所 1,740 1,834 2,072 2,252 2,425 2,425

認定こども園 30 197 292 292 292 292

地域型保育事業 0 47 66 66 66 66

② 合計 1,770 2,078 2,430 2,610 2,783 2,783

過不足（量）（②－①） 1,725 1,990 2,085 2,160 2,057

※保育所等の定員児童数で設定しています。

保育を必要とする子どもについて、通常の利用時間以外において、保育所、認定

こども園等において保育を実施する事業

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

（１）時間外保育事業（保育所等の延長保育）
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①５年間の低学年（１～３年）、高学年（４～６年）の児童数を推計

②平成２７年度(2015 年度)の実際の利用申請から、低学年・高学年のそれぞれ

の利用率（学童保育を利用する割合）を算出し、これまでの伸び率（年間平均

1.3％上昇）を低学年に、その１割の伸び率（年間 0.13％上昇）を高学年に毎

年追加することとしました。

＋毎年 1.3％

＋毎年 0.13％

③②で算出した利用率を①で求めた児童数に乗じました。

学年 H27 H28 H29 H30 H31

低学年 4,355 4,467 4,667 4,840 5,071

高学年 4,033 4,185 4,394 4,694 4,869

合計 8,388 8,652 9,061 9,534 9,940

低学年

児童数 4,355 人

H27 利用申請 872 人

利用率 20.0%

高学年

児童数 4,033 人

H27 利用申請 90 人

利用率 2.2%

（２）放課後児童健全育成事業（学童保育）

・保護者が昼間家庭にいない児童（小学生）を対象に、小学校の余裕教室等で適切

な遊びや生活の場を提供し、その健全育成を図る事業

・対象児童は、小学 6 年生まで

（単位：人）
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各年４月１日現在

（単位：人）

放課後児童健全育成事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量

（量の見込み）

低学年 872 951 1,055 1,157 1,278

高学年 90 98 108 122 132

合計 962 1,049 1,163 1,279 1,410

②確保方策 学童保育 870 1,075 1,195 1,355 1,395 1,435

過不足（量）（②－①） 113 146 192 116 25

※学童保育の定員児童数で設定しています。

学童保育は、年間の利用児童数の推移を見ると、前年度の春季休業から引き続いて利

用する子どもに加えて、新入生が入る年度当初が最も多く、年度末に向けて減少します

（夏季休業中は少し増加します）。そのため、年度当初に全ての利用希望者が利用でき

るように、学童保育室を整備します。

確保方策 ≪具体的な対応（案）≫

平成２７年度(2015 年度)

・彩都の丘小校区他で 195 人増

・中小校区他で８０人増（２室増）（年度途中）

平成２８年度(2016 年度)

・４０人増（１室増）

平成２９年度(2017 年度)

・彩都の丘小校区で 120 人増（３室増）、その他の小学校区で４０人増（１室増）

平成３０年度(2016 年度)

・４０人増（１室増）

平成３１年度(2016 年度)

・４０人増（１室増）

※各小学校区の利用状況に応じて対応します。

施設整備方針
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学童保育の充実に加え、日本再興戦略（平成２６年(2014 年)６月２４日閣議決定）に

基づく「放課後子ども総合プラン」として、放課後児童健全育成事業（学童保育）と放課

後子ども教室（放課後に行う学習や体験・交流活動）を連携して進め、全ての児童を対象

とした放課後の居場所の充実を図ります。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

放課後子ども教

室（自由な遊び場

開放事業）の実施

子 ど も 未 来

創造局

全ての小学校において、全ての児童

を対象に、異年齢の子どもたちが安

心して自由に遊ぶことができる場

所として、運動場及びプレイルーム

等を放課後等に開放します。

【参考】平成２５年度(2013 年度)

実績

１日平均利用児童数

1,077 人／１４校

引き続き、市内

１４校で実施し、

安全確保等、質の

向上に努めます。

放課後児童健全

育成事業（学童保

育）及び放課後子

ども教室（自由な

遊び場開放事業）

の一体的な実施

子 ど も 未 来

創造局

学童保育事業と自由な遊び場開放

事業を同一法人へ委託し、一体的な

指導・見守りを実施します。

引き続き、市内

１４校で実施し、

安全確保等、質の

向上に努めます。
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の０～５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、全家庭類型の利用意向率（子育て短期支援事業を希

望する割合）を算出

③②で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

（単位：人日）

子育て短期支援事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 202 205 209 211 214

②確保方策
乳児院・児

童養護施設
16 300 300 300 300 300

過不足（量）（②－①） 98 95 91 89 86

※乳児院・児童養護施設の利用数は、「5 か所×5 人日×１２か月」と積算しました。

保護者の疾病等の理由により、家庭において養育（子育て）を受けることが一時

的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事

業

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の０～２歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、全家庭類型の利用意向率（地域子育て支援拠点事業

の利用を希望する割合）を算出

③②で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

（単位：人日）

地域子育て支援拠点事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 7,071 7,016 7,273 7,417 7,544

②確保方策
地域子育て

支援拠点
13,349 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

過不足（量）（②－①） 7,329 7,384 7,127 6,983 6,856

※地域子育て支援拠点の利用数は、「２０人×3 か所×240 日」と積算しました。

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相

談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0～2歳 3,717 3,705 3,669 3,805 3,899 3,982

（４）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①幼稚園については 1 号認定（教育）と 2 号認定（教育）、それ以外については

０～５歳児の今後５年間の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、利用意向率（一時預かり事業の利用を希望する割合）

を算出

③②で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主とし

て昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点その他の場

所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

１号認定 2,669 2,740 2,831 2,774 2,846 2,935

２号(教育) 272 285 300 300 313 329

0～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

（５）一時預かり事業



67

（単位：人日）

（単位：人日）

（単位：人日）

一時預かり事業

１号認定（幼稚園）利用
H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 28,564 29,475 28,877 29,591 30,486

確
保
方
策

子育て応援幼稚園 17,417 24,195 24,273 24,390 24,507 24,623

その他私立幼稚園 － 480 360 240 240 240

認定こども園 903 5,276 6,350 6,638 6,786 6,864

② 合計 18,320 29,951 30,983 31,268 31,533 31,727

過不足（量）（②－①） 1,387 1,508 2,391 1,942 1,241

一時預かり事業

２号認定（幼稚園）利用
H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 39,252 40,303 39,336 40,155 41,205

確
保
方
策

子育て応援幼稚園 56,746 44,765 45,019 45,399 45,779 46,160

認定こども園 2,941 17,191 20,690 21,628 22,110 22,364

② 合計 59,687 61,956 65,709 67,027 67,889 68,524

過不足（量）（②－①） 22,704 25,406 27,691 27,734 27,319

※平成２６年度(2014 年度)における子育て応援幼稚園の利用数は、平成２４年度

(2012年度)に子育て応援幼稚園の保護者を対象に実施したアンケート調査結果から

算出しています。平成２７年度(2015 年度)以降については、子育て応援幼稚園にお

ける２号認定の割合が減ることを見込んで、１号認定をその分増やしています。

一時預かり事業

上記以外（在宅）利用
H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 22,780 22,930 22,937 23,312 23,721

確
保
方
策

保育所 4,740 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

認定こども園 0 900 1,500 1,500 1,500 1,500

地域型保育事業 － 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

ファミリー・サポート 1,311 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

② 合計 6,051 18,800 19,400 19,400 19,400 19,400

過不足（量）（②－①） ▲3,980 ▲3,530 ▲3,537 ▲3,912 ▲4,321

※保育所が「４５人×300 日」、認定こども園が「３人→５人×300 日」、地域型保

育事業が「１０人×300 日」と積算しました。ファミリー・サポートは平成２５年

度(2013 年度)実績を元にしています。
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（単位：人日）

確保方策

平成２７年度(2015 年度)

◆在宅利用

・一時保育を実施する保育所が増加する予定

・地域型保育事業が一時保育を実施する予定

平成２８年度(2016 年度)

◆１号認定・２号認定（幼稚園利用）は、市立幼稚園が認定こども園へ移行（民間

移管）し、預かり保育を実施する予定

◆在宅利用は、認定こども園で実施している一時保育の定員が増える見込み

さらなる確保方策

在宅利用の一時保育は、保育士の確保が難しく、実施保育所の増加がなかなか進まな

い状況にありますが、幼稚園が認定こども園へ移行する機会などを捉えて、一時保育の

実施を促進していきます。

また、保育士確保対策支援事業として、市が提携している保育士養成施設の学生に対

する支援や市内の民間保育所等に就職する保育士への支援を行います。
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の０～５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、家庭類型ごとの利用意向率（子どもが病気等になっ

た際の保育を希望する割合）を算出

家庭類型：(a)ひとり親家庭（母子または父子家庭）

(b)フルタイム・フルタイム共働き家庭

(c)フルタイム・パートタイム共働き家庭

(d)パートタイム・パートタイム共働き家庭

③②で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

（単位：人日）

病児保育事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 2,602 2,635 2,643 2,677 2,719

確
保
方
策

病児保育 － 225 900 900 900 900

病後児保育 248 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

② 合計 248 2,925 3,600 3,600 3,600 3,600

過不足（量）（②－①） 323 965 957 923 881

※病児保育は「３人×300 日」（平成２７年度(2015 年度)は年度途中からの開始を見込ん

でいます）、病後児保育は「3 人×3 か所×300 日」と積算しました。

確保方策

病児保育に対するニーズをふまえ、市内３か所で実施している病後児保育を拡大し、

平成２７年度(2015 年度)中の病児保育導入をめざして、萱野保育所の改修工事を予定

しています。

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0～5歳 7,936 8,023 8,116 8,148 8,341 8,549

入院が必要でなく、重度でない病気の子どもについて、病院・保育所等に付設さ

れた専用スペース等又は児童の家庭において、看護師等が一時的に保育等を実施す

る事業

（６）病児保育事業
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【基本情報】

【必要量（量の見込み）の算出方法】

①今後５年間の５歳児の児童数を推計 （単位：人）

②アンケート調査結果から、全家庭類型の利用意向率（ファミリー・サポート・

センターの利用を希望する割合）を算出

③②で算出した利用意向率を①で求めた児童数に乗じました。

（単位：人日）

子育て援助活動支援事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量

（量の見

込み）

低学年 1,070 1,075 1,087 1,092 1,111

高学年 1,527 1,567 1,627 1,691 1,714

合計 2,597 2,642 2,714 2,783 2,825

②

確保方策

ファミリー・

サポート
376 3,305 3,305 3,305 3,305 3,305

過不足（量）（②－①） 708 663 591 522 480

※平成２５年度(2013 年度)実績（援助会員 249 人、両方会員 210 人）を参考に、

援助会員＋両方会員の 2 割が月 3 回活動する（3,305 人日）と積算しました。

・乳幼児や小学生等の児童を有する保護者等を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活

動に関する連絡、調整を行う事業

年齢 H26 H27 H28 H29 H30 H31

5歳 1,416 1,409 1,531 1,523 1,571 1,462

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）
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【基本情報】

（単位：人）

【基本情報】

（単位：人）

乳児全戸訪問事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 905 902 902 911 918

②こんにちは赤ちゃん

訪問(実数)
794 905 902 902 911 918

過不足（量）（②－①） 0 0 0 0 0

※原則、全戸訪問を行いますので、必要量（量の見込み）と同数の訪問としています。

養育支援訪問事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①必要量（量の見込み） 26 26 26 26 26

②養育訪問支援事業

(実数)
24 26 26 26 26 26

過不足（量）（②－①） 0 0 0 0 0

※原則、対象となる家庭は訪問を行いますので、必要量（量の見込み）と同数の訪問と

しています。

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提

供や養育環境等の把握を行う事業

養育（子育て）への支援が特に必要な家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関

する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業

（８）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）

（９）養育支援訪問事業
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【基本情報】

（単位：人・回）

【基本情報】

（単位：か所）

妊婦健診 H26 H27 H28 H29 H30 H31

助成対象者数(実数) 953 1,014 1,010 1,011 1,020 1,029

助成回数(延べ回数) 13,342 14,196 14,140 14,154 14,280 14,406

利用者支援事業 H26 H27 H28 H29 H30 H31

地域子育て支援拠点 0 1 1 1 1 1

※利用者支援事業は、子ども・子育て支援新制度で創設された新規事業のため、実績は

ありませんが、事業の趣旨は地域子育て支援拠点３か所で実施しています。国の指針

では、就学前児童１万人あたりで１か所が目安となっており、本市の就学前児童数は

１万人を下回っていますので、１か所を整備します。

・妊婦ならびに胎児の健康管理を行い、安心・安全な出産ができる体制の確保を目

的とした事業

・健康診査の内容としては、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施す

るとともに、妊婦時期中の適時に必要に応じた医学的検査を実施

（１０）妊婦健康診査

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等の情報提供及び必要に応じ、相談・助言等を行うとともに、関係機関との連携調

整等を実施する事業

（１１）利用者支援事業(子育て関連情報の提供・相談窓口)
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【基本情報】

本市では、保護者負担に対する助成は、１号認定に対する子育て応援幼稚園保護者補助

金（子育て応援幼稚園の実質の保育料を市立幼稚園と同程度にする補助金）、２号・３号認定（保

育が必要な子ども）及び市立幼稚園の保育料軽減（保育所や幼稚園の保育料自体を国の基準よ

り下げる措置）により実施していますので、物品購入や行事参加費用に対する助成は予定し

ていません。

【基本情報】

本市では、支援が必要な子どもを受け入れる幼稚園や保育所等に対する補助事業を従前

から実施しており、本事業の対象となる子どもも、加配が必要な場合は補助対象としてい

ます。

（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業

・幼稚園や保育所などに通う子どもの保護者が支払うべき日用品などの物品や遠足

などの行事参加にかかる実費に対して助成する事業

（１３）多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業

・私学助成（特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が

必要な子どもを認定こども園が受け入れる場合に、職員の加配に必要な費用を補

助する事業
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４ 就学前子育て・保育・教育の充実

箕面市の全ての乳幼児が、身近な大人に見守られ基本的信頼感を育むため、子育て・保

育・教育の充実を図ります。

保育所や幼稚園における保育・教育では、「保育者の専門能力の向上」をめざし、保育所

と幼稚園の情報交換や研修の共催、定期的な評価をふまえた保育･教育内容の充実を図りま

す。保育所・幼稚園・小中学校の連携においては、「保育所・幼稚園・小中学校の交流や異

年齢の中で育つための仕組みづくり」等を通じて、協働による取り組みを全市的に展開し

ていきます。

また、「支援保育・支援教育の充実」に向けては、「保育者の専門能力の向上」等のほか、

私立幼稚園における支援の必要がある子どもの受け入れに対して支援していきます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

保育者の専門能

力の向上

子 ど も 未 来

創造局

研修や情報交換等を通じて、職員の

専門能力の向上を図ります。

継続して実施し

ます。

保育所・幼稚園・

小中学校の交流

や異年齢の中で

育つための仕組

みづくり

子 ど も 未 来

創造局

保育所・幼稚園・小中学校の幼児・

児童・生徒が交流する事業に取り組

みます。

保育所・幼稚園・小中学校の教職員

が協働して取り組み、教職員の相互

理解を図ります。

保育所・幼稚園・

小学校の教職員

が協働で活動す

る時間の確保に

努めます。

支援保育･支援教

育の充実（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

発達を支援する必要がある子ども

について、保育所や幼稚園等での集

団の場で保育し発達を促します。

保護者･他機関と

連携し、支援保

育・支援教育の充

実に努めます。

臨床心理士の巡

回（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

臨床心理士が私立幼稚園を巡回し、

個別のケース会議を実施しながら、

各園の支援教育を支援しています。

関係機関との連

携等を通じて、私

立幼稚園での支

援教育を推進し

ます。
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第３項 子育て世代に対する労働環境の整備

保護者にとっては、安心して子育てできることだけでなく、仕事や社会参加等と子育て

のバランスを保つことも大切です。そこで、保護者が働きやすい労働環境を整備するため、

企業等への啓発に取り組むとともに、子育て世代に対する就労支援を進めます。また、そ

の基盤として、男女が協力して子育てや家庭づくりをするという意識が社会の中で醸成さ

れるよう、男女協働参画社会の形成に向けた啓発を行います。

１ 男女協働参画への取り組み

男女協働参画社会の形成に向けた啓発や学習機会として、「講座等の実施」において、市

民ニーズをふまえた効果的な情報提供、市民との協働による学習機会の提供に努めます。

【主な取り組み】

２ 子育てと仕事の両立支援

職業生活と家庭生活の両立を図るため、「就労に関する相談、助言、指導」「求人情報の

提供」「就職支援講座等の実施」を通じた就労支援策の充実を図り、利用を促進します。ま

た、労働環境の整備については、企業等に対する育児休業制度の充実に向けての啓発など

「働き方の見直しへの啓発」を進めていきますが、子育て中の就労者のための制度や公正

な処遇等についての情報提供に対する認知度が低いため、効果的な情報提供に努めます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

講座等の実施 人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

男女協働参画社会形成に向けた啓

発と学習機会の提供を行います。

市民の参加促進

を図ります。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

就労に関する相

談、助言、指導

地域創造部 地域就労支援事業における就労・労

働相談を行います。また、「みのお

ワーキングニュース」により各種制

度等の情報提供を進めます。

相談業務の充実

を図ります。

求人情報の提供 地域創造部 ハローワーク池田の最新情報を地

域就労支援センター及び関係施設

へ配布します。また、箕面一日ハロ

ーワークを実施し、求人情報を提供

します。

箕面一日ハロー

ワークへの参加

促進に努めます。
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３ 子どもの貧困対策の推進

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況

にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」に基づき示された大綱や「大阪府子ども総合計画」等を踏まえ、前ページの「２

子育てと仕事の両立支援」や９３ページの「第７項１ 自立への支援」における主な取り

組み、「不登校児童・生徒支援」など保護者の就労対策や子どもの自立支援策を実施するこ

とで、本市の実情に応じた子どもの貧困対策を継続して推進します。

また、平成２７年度(2015 年度)の組織の見直しに伴い、子どもの貧困対策に関わる本

市の体制も整理し、各分野で「子どもの貧困対策」という視点を持つようにします。

【主な取り組み】

就職支援講座等

の実施

地域創造部 就職困難者を対象に就職支援講座

等（基礎的知識・スキルの習得）を

実施します。

講座への参加促

進に努めます。

働き方の見直し

への啓発

地域創造部 みのおワーキングニュースによる

各種制度等の情報提供やリーフレ

ット等による窓口での情報提供を

行います。

効果的な情報提

供に努めます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

就労に関する相

談、助言、指導（再

掲）

地域創造部 地域就労支援事業における就労・労

働相談を行います。また、「みのお

ワーキングニュース」により各種制

度等の情報提供を進めます。

相談業務の充実

を図ります。

求人情報の提供

（再掲）

地域創造部 ハローワーク池田の最新情報を地

域就労支援センター及び関係施設

へ配布します。また、箕面 1 日ハ

ローワークを実施し、求人情報を提

供します。

箕面１日ハロー

ワークへの参加

促進に努めます。

就職支援講座等

の実施

（再掲）

地域創造部 就職困難者を対象に就職支援講座

等（基礎的知識・スキルの習得）を

実施します。

講座への参加促

進に努めます。
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学力保障・学習支

援

子 ど も 未 来

創造局

不登校や病気による長期欠席等、ま

た生活困窮家庭等により学習支援

を必要とする児童・生徒が、安心し

て教育を受けることができるよう、

学生等サポーターを派遣して学習

や生活を支援します。

児童・生徒の学習

する機会を保障

するよう支援し

ます。

進路指導・追指

導・キャリア教育

の充実

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

キャリア教育の観点を重視した、職

場体験学習、進路指導を推進しま

す。

小中一貫したキ

ャリア教育を推

進し、先進的な実

践を交流する場

を設けます。

学習・進路相談の

実施

人権文化部 概ね２５歳までの児童・青少年と保

護者に対して、進路・就労・奨学金

の相談を実施します。また、高校中

退者・ニート・引きこもり等の相談

も実施します。

他相談事業との

連携を図ります。
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第４項 子どもの遊び場づくり

子どもは、自由にのびのびと遊ぶ中で、自然や社会のルール、人間関係を学んでいきま

す。しかし近年では、都市化等、環境の変化や情報化の進展により子どもの遊び場・遊び

方が変化しています。環境の変化をふまえ、子どもの成長や安全に配慮しながら、子ども

の自主性や感性を育むことのできる遊び場を確保していきます。また、本市の特徴である

豊かな自然環境を活かした遊び場づくりも、市民との協働により進めていきます。

１ 子どもの居場所、活動拠点の整備・充実

「子どもの居場所事業」「フリースペースの確保」「施設の一室を長期休業期間等に子ど

もの居場所として開放」「新放課後モデル事業」等による、子どもの居場所や活動拠点の整

備は、子ども同士や子ども世帯と地域の間の人間関係づくりの場として機能していること

から、遊びやすさや目的に応じた環境づくりを通じて事業の充実を図ります。また、不登

校等、課題を抱える子どもにとっても居場所となるように工夫していきます。

職員の専門的な資質向上に向けた研修を行うことで、他市や関係機関との交流や情報交

換の場にもなり、子どもへの接し方や支援に対する認識が深まることから、研修を継続し

て行います。また、近年では、子どもに関するボランティアが増加していることから、ボ

ランティアのスキルアップも図ります。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

子どもの居場所

事業

子 ど も 未 来

創造局

図書館で、子どもたちが自由に使え

る安心、安全な居場所を提供しま

す。

継続して実施し

ます。

フリースペース

の確保

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

らいとぴあ２１（萱野中央人権文化

センター）、ヒューマンズプラザ（桜

ヶ丘人権文化センター）に子どもが

自由に利用できるスペースを確保

します。

不登校等、課題を

抱える子どもに

とって居場所と

なるよう、検討を

進めます。

施設の一室を長

期休業期間等に

子どもの居場所

として開放

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

らいとぴあ 21 等の一室を長期休

業中や放課後に開放します。自主的

に協働していく場（居場所・自主活

動の充実・相談など）を充実させて

いきます。

関係機関や保護

者との連携強化

を行います。
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２ 子どもの自由な遊び場づくり

子どもが自由に遊べる場所を確保するため、「保育所・幼稚園の園庭・プール開放の充実」

「放課後子ども教室（自由な遊び場開放事業）の実施」をより一層推進していきます。

【主な取り組み】

新放課後モデル

事業

子 ど も 未 来

創造局

全ての児童を対象に、地域でもっと

も安心安全な学校で、学び・体験・

交流・遊び・生活の場を一体的に提

供します（平成２５年度(2013 年

度)から、豊川北小学校・中小学校

で試行実施）。

従来の「学童保育」と「自由な遊び

場開放」に加え、宿題などの自習が

できる「スタディルーム」や楽しく

学習・運動・体験ができる「活動プ

ログラム」などを設け、子どもたち

が、なるべく多様な選択肢から選択

して利用できるスタイルの構築を

めざします。

全校実施に向け、

検証作業を進め

ます。

療育の充実

（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

児童発達支援事業所あいあい園に

おいて、就学前児童の療育を行いま

す。

児童通所支援の利用決定及び通所

給付費の支給を行います。（児童発

達支援・医療型児童発達支援・放課

後等デイサービス・保育所等訪問支

援）

継続して実施し

ます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

保育所・幼稚園の

園庭・プール開放

の充実

子 ど も 未 来

創造局

保育所・幼稚園の園庭とプールを一

般の就学前児童に開放し、遊び場を

提供します。

プール開放の頻

度拡大を図りま

す。
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３ 放課後子ども総合プランの推進

子どもの遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点から、

日本再興戦略（平成２６年(2014 年)６月２４日閣議決定）に記載された「放課後子ども

総合プラン」に基づき、前掲の放課後児童健全育成事業（学童保育）とともに学習や体験・

交流活動などを行う「放課後子ども教室」を推進します。

【主な取り組み】

放課後子ども教

室（自由な遊び場

開放事業）の実施

（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

全ての小学校において、全ての児童

を対象に、異年齢の子どもたちが安

心して自由に遊ぶことができる場

所として、運動場及びプレイルーム

等を放課後等に開放します。

【参考】平成２５年度(2013 年度)

実績

１日平均利用児童数

1,077 人／14 校

引き続き、市内

１４校で実施し、

安全確保等、質の

向上に努めます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

放課後児童健全

育成事業（学童保

育）及び放課後子

ども教室（自由な

遊び場開放事業）

の一体的な実施

（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

学童保育事業と自由な遊び場開放

事業を同一法人へ委託し、学校敷地

内にて一体的な指導・見守りを実施

します。

引き続き、市内

１４校で実施し、

安全確保等、質の

向上に努めます。

放課後児童健全

育成事業及び放

課後子ども教室

の一体的な又は

連携した実施に

関する具体的な

方策

子 ど も 未 来

創造局

学童保育事業、自由な遊び場開放事

業及び新放課後モデル事業は、同一

法人へ委託し、一体的な指導・見守

りを実施します。

また、新放課後モデル事業では、学

校にコーディネーターを配置し、学

校、地域との連携等の全体調整を担

います。

新放課後モデル

事業は、平成２８

年度(2016 年度)

の実施校拡大に

向け、検証作業を

進めます。
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小学校の余裕教

室等の活用に関

する具体的な方

策

子 ど も 未 来

創造局

学童保育室及び自由な遊び場開放

の運動場、プレイルーム等に加え、

新放課後モデル事業の活動プログ

ラムとスタディルームは、学校の教

室等を活用し、実施します。

引き続き小学校

内の空き教室を

活用して実施し

ます。

教育委員会と福

祉部局の具体的

な連携に関する

方策

子 ど も 未 来

創造局

放課後子ども総合プランは、学童保

育を含め、教育委員会が一体的に事

業を推進します。

引き続き、箕面市

教育委員会事務

局子ども未来創

造局が事業を所

管します。
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第５項 子どもの文化的・社会的活動の支援

子どもがのびのびと成長し、自らの可能性を広げることができるよう、豊かな自然や地

域の歴史文化、多様な文化、地域の大人等、様々な体験や人との出会いやコミュニケーシ

ョンを通じてつながる機会を確保していきます。自然体験、歴史文化、スポーツ、社会体

験、読書体験等の様々な活動を進めるとともに、そのような活動を行う市民団体を支援し

ていきます。また、そうした活動機会を大人から提供されるだけでなく、子ども自身が大

人とともに役割を担うことのできる機会を地域の中でつくることで、広い視野や論理的な

思考力、自己表現力を育みます。

１ 子どもの自然・文化・スポーツ活動の推進

子どもたちに様々な体験や遊びの機会を提供するため、「自然体験プログラムの提供」「青

少年教学の森野外活動センターの充実」「芸術鑑賞の機会を提供する事業の実施」「青少年

文化祭の開催」等の自然体験・文化芸術・スポーツ等に関する講座・教室・イベントにお

いて、運営体制の整備や広報の充実を図ります。また、課題を抱える子どもの居場所や子

どもの自主運営力を高める機会としての役割も果たすよう、事業内容を検討していきます。

「地域スポーツクラブの育成」「ジュニアスポーツ教室の開催」等の地域における文化・

スポーツクラブ活動や子どもたちの自主的な活動に対する支援により、地域コミュニティ

の創造、地域の教育力向上を図ります。また、学校施設で活動を展開することで開かれた

学校づくりの効果も見られることから、支援する人員の確保、関係団体との連携強化を通

じて支援の充実を図ります。これらの活動では、課題を抱える青少年が支援にあたること

で地域社会へ参加する機会になっており、このような効果も発揮できるよう、一層事業を

推進していきます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

自然体験プログ

ラムの提供

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

自然・社会・職業体験などの体験プ

ログラムの提供、子どもたちによる

自主活動を支援して実施していき

ます。青少年教学の森野外活動セン

ター等で自然体験プログラムを提

供します。

継続して実施し

ます。

青少年教学の森

野外活動センタ

ーの充実

子 ど も 未 来

創造局

自然に親しみを感じられる野外活

動、自然体験機会の充実を図りま

す。

継続して実施し

ます。
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芸術鑑賞の機会

を提供する事業

の実施

人権文化部 鑑賞会や展示会の開催により、芸術

を鑑賞する機会を提供するととも

に、多文化理解を促進する機会の提

供を図ります。

継続して実施し

ます。

青少年文化祭の

開催

子 ど も 未 来

創造局

市内各学校の文化クラブや、市内で

文化活動をする社会教育団体等が

一堂に集まり、日頃の活動の成果を

発表します。

参加団体による

自主的な運営へ

のシフトを図り

ます。

地域スポーツク

ラブの育成

人権文化部

健康福祉部

子 ど も 未 来

創造局

地域密着型のスポーツクラブの活

動を促進するため、現在活動中の地

域総合型スポーツクラブに対し、そ

の活動を支援し、育成を図ります。

継続して実施し

ます。

ジュニアスポー

ツ教室の開催

人権文化部

健康福祉部

子どもを対象としたスポーツ大

会・教室を開催します。

課題を抱えた子

どもを含め、参加

者の拡大を図り

ます。
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２ 子どもの社会体験・活動の推進

「国際理解、多文化共生等をテーマとした講座等の開催」「子どもが社会体験できる場や

機会の提供」では、地域資源（活動・人材）の協力が重要です。そこで、意識共有や調整

を行う体制整備を通じて連携を強化するとともに、連携する地域資源を掘り起こしていき

ます。また、子どもに関する地域のボランティア活動に対し、ボランティアサークルの育

成・活動支援等により、ニーズに応じた支援を継続し、啓発活動や情報提供の充実を図り

ます。

【主な取り組み】

３ 子どもの社会参加の促進

「ワークショップなどの開催」「青少年弁論大会の開催」等は、地域の活動や行事等にお

いて、子どもが自分の意見を主張し、大人とともに役割を担う機会となっていることから、

参加を促進するとともに、子どもが自発的な活動を展開できる場を提供していきます。ま

た、障害のある子どもに対する「バリアフリースポーツ教室」等による学習や体験の場の

整備は、人材の確保・育成を図ります。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

国際理解、多文化

共生等をテーマ

とした講座等の

開催

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

子どもたちが国際感覚を身に付け

るための、講座や展示会、学習会等

を開催します。

ニーズをふまえ

た事業実施に努

めます。

子どもが社会体

験できる場や機

会の提供

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

子どもたちが自主的に活動できる

場の確保、機会の提供を図ります。

市民の団体活動を支援し、子どもを

対象とした各種イベントを地域の

特性に合わせて展開します。

らいとぴあ２１で社会体験充実事

業を促進します。

関係機関との連

携や人材発掘等

を通じて、事業の

充実を図ります。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

ワークショップ

などの開催

子 ど も 未 来

創造局

こども会育成協議会主催のこども

会フェスタにおいて、企画・運営に

携わるこども実行委員を募集しま

す。

継続して実施し

ます。
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４ 青少年団体、青少年関係団体の活動支援

「青少年吹奏楽団活動への支援」「こども会活動の支援」「青少年を守る会活動の支援」

等による、子どもに関わる活動や子どもの自主的な活動への支援の充実を図ります。また、

子どもに様々な活動を指導できる地域の人材を確保するため、「リーダークラブ派遣事業の

充実」や子ども活動サポーターの養成等において、研修の充実や継続的に参加できる活動

の提示をしていきます。

【主な取り組み】

青少年弁論大会

の開催

子 ど も 未 来

創造局

広い視野をもち、論理的な思考力と

自己表現力を身につけた青少年を

育成するため、弁論を通じた発表の

機会を設けます。

参加者の拡大を

図るため、呼びか

けを工夫してい

きます。

バリアフリース

ポーツ教室

健康福祉部 障害のある子どもを対象に、スポー

ツに親しむ機会を提供します。

人材の確保・育成

を図ります。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

青少年吹奏楽団

活動への支援

子 ど も 未 来

創造局

青少年吹奏楽団に対し、各種支援

（練習場所の確保、楽器運搬の支

援、楽器修繕・調整及び楽譜購入等）

を行います。

より効果的な支

援のあり方を検

討します。

こども会活動の

支援

子 ど も 未 来

創造局

こども会活動の発展に向けて、様々

な支援を実施します。

組織率の低下を

防ぐため、啓発に

努めるとともに、

新規設置も支援

します。

青少年を守る会

活動の支援

子 ど も 未 来

創造局

地域の青少年関係団体の包括組織

である「青少年を守る会」の活動を

支援します。

継続して実施し

ます。

リーダークラブ

派遣事業の充実

子 ど も 未 来

創造局

こども会や子ども支援活動団体へ

クラブ員の派遣を行います。

クラブ員の人員

を確保するとと

もに、資質向上を

図ります。
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５ 子どもの読書活動の推進

子どもの豊かな心を育成するため、「箕面市子ども読書活動推進計画」に基づき、「乳児

期や児童を対象とした本の紹介冊子等の配布・読み聞かせ」｢乳幼児をもつ保護者の図書館

利用の促進｣「学校と学校図書館における読書活動の推進」等をより一層推進する中で、関

係機関と連携した家庭への啓発、子どもたちの図書館の利用を促す取り組みを進めます。

また、「箕面・世界子どもの本アカデミー賞選定事業」により子どもの活字離れを防ぎ、

読書意欲を高めるための取り組みを進めます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

乳児期や児童を

対象とした本の

紹介冊子等の配

布・読み聞かせ

子 ど も 未 来

創造局

健康福祉部

児童向け読書紹介文「よんだ？ よ

むぞう！」を作成し配布します。ま

た、子育てに関する講座等を通じ

て、絵本等の紹介や読み聞かせを実

施します。

関係機関と連携

して、絵本利用の

効果を保護者に

啓発します。

乳幼児をもつ保

護者の図書館利

用の促進

子 ど も 未 来

創造局

本に親しんでもらい図書館を利用

するきっかけづくりとして、行事を

開催するほか、４か月健診時に図書

館や絵本の紹介を行い、利用を優先

する時間「すくすくタイム」を設け

るなど、乳幼児と来館しやすい雰囲

気づくりを行います。

また、平成２７年(2015 年)４月に

リニューアルした中央図書館では、

「にぎやかエリア」での親子利用を

推進します。

事業の充実を図

ります。

学校と学校図書

館における読書

活動の推進

子 ど も 未 来

創造局

読書習慣を確立するため、朝の読

書、本の読み聞かせ、おすすめ本の

紹介等を行います。また、学校と学

校図書館で連携し、ブックリストの

作成や講座を開催します。

事業の充実を図

ります。

箕面・世界子ども

の本アカデミー

賞選定事業

子 ど も 未 来

創造局

子どもの活字離れを防ぎ、読書意欲

を高めるため、市内全校の子どもた

ちが本や主人公を選んで表彰しま

す。

関係機関と連携

して、事業の充実

を図ります。
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第６項 教育の充実と開かれた学校づくり

子どもたちに「豊かな育ち」と「確かな学び」を実現するため、義務教育９年間を一体

としてとらえる小中一貫教育を一層推進します。子どもたちの主体的な学習活動を展開し、

学習に対する興味・関心・意欲を喚起しながら、基礎的・基本的な学習内容の確実な定着

を図り、地域資源を活かした豊かな人間性と創造力を育む教育を推進します。また、情報

化の推進や次代の親づくり等、子どもたちをとりまく環境の変化に対応するための教育の

充実に努めます。

こうした教育を行う学校が保護者や地域から信頼され、連携して教育環境を整えること

ができるよう、家庭や地域が学校運営に参画する場や、トラブルの調整・解決を図る第三

者機関の活用を進めていきます。また、一人ひとりの状況に応じた教育を進めるため、医

師会や関係機関等との連携を深めていきます。

１ 学校教育の充実

学校教育において、確かな学力と豊かな心の育成、健康・体力の向上を図るため、ゆと

りある教育活動を展開し、「習熟度別少人数指導の実施」「自ら学び、自ら考える力の育成」

や生徒指導担当者授業支援員の配置を通じて、一人ひとりに応じたきめ細かい教育の一層

の充実を図ります。また、「特色ある教育課程の編成」における小中一貫教育の推進、地域

の人々との協働による体験学習の推進を通した地域に開かれた特色ある学校づくりを進め、

地域資源と学校の学習内容のマッチングや地域人材の確保に努めます。特に、小学校にお

いては、生活科や社会科、総合的な学習の時間を活用し、自分が生活する地域について学

ぶテーマ“わたしたちのまち箕面”を推進するため、地域素材の発掘や地域の人材の確保

に努めます。

そして、タブレットコンピュータや電子黒板、校内無線 LAN の整備など ICT 教育環境

の充実を図ることにより、楽しくわかりやすい授業を行い、情報活用能力の育成に努める

とともに、全市立小学校の全学年で英語教育を実施し、世界で活躍できる子どもたちを育

てる教育を進めます。

また、箕面市では、移動が困難な児童･生徒が学校生活を安全かつ円滑に過ごすことがで

きるよう全市立小中学校へのエレベーター設置をすでに完了しており、窓ガラス・天井の

耐震対策、教室へのエアコンの設置等も行っており、今後も全ての児童･生徒にとって、よ

り安心・安全な学校環境の整備に努めていきます。
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【主な取り組み】

２ 地域に開かれた学校づくり

地域資源を活かして豊かな人間性と創造力を育むため、「地域の人々から考え方や生き方

を学ぶ授業の実施」を進め、「地域に出かけて学ぶ機会の充実」を図ります。また、透明性

が高く地域に開かれた学校運営を推進するため、地域に対する学校運営に関する情報の公

開や学校の自己評価を実施すべく、自己診断項目の検討や診断結果の公開を進めます。さ

らに、「家庭・地域の協力を得た、地域に開かれた学校運営の実施」により、学校協議会の

活性化を図ります。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

習熟度別少人数

指導の実施

子ども未来

創造局

確かな学力の定着を図るため、個々

に応じたきめ細かい指導を全校で

実施します。

指導体制の充実に

努めます。

自ら学び、自ら考

える力の育成

子ども未来

創造局

総合的な学習や体験学習、選択授業

等を通じて、自ら学び、自ら考える

力を養います。

授業の工夫改善を

進めるとともに、

「わたしたちのま

ち箕面」のテーマ

学 習 を 展 開 し ま

す。

特色ある教育課

程の編成

子ども未来

創造局

交付金により学校独自の取り組み

を進めます。とりわけ、地域を含め

て中学校区連携型小中一貫教育の

推進に取り組みます。

小中一貫教育を推

進します。

英語教育の充実 子ども未来

創造局

世界で活躍できる子どもを育てる

ため、全市立小学校の全学年で英語

教育を毎日実施します。また、中学

校の英語教育でも、授業時間を増や

すなど学習環境を拡充します。

教員の英語力強化

研修を行うなど充

実に努めます。

箕面子どもステ

ップアップ調査

子ども未来

創造局

市立小中学校の全学年の児童・生徒

を対象に独自の調査を行い、学力・

体力・生活状況を把握・分析し翌年

度の指導・授業内容に反映させてい

きます。

小中一貫教育を通

して継続的かつき

め細かい育成を進

めます。
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【主な取り組み】

３ 心の教育の充実

学習指導要領の理念である“生きる力”の一つとして、豊かな心の育成があります。学

校や家庭、地域において取り組むことが大切です。学校においては、「道徳及び特別活動の

年間指導計画の充実」｢スクールカウンセラーの配置｣により、心の教育を進めていきます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

地域の人々から

考え方や生き方

を学ぶ授業の実

施

子 ど も 未 来

創造局

地域に開かれた特色ある学校づく

りを推進するため、総合的な学習に

おいて、大学生や地域の人的資源を

活用します。

継続して実施し

ます。

地域に出かけて

学ぶ機会の充実

子 ど も 未 来

創造局

生活科、社会科、総合的な学習で地

域にある公共施設や商店等へ出か

け、見学や聞き取り等を行います。

保護者・地域の協

力を得られるシ

ステムづくりを

進めます。

家庭・地域の協力

を得た、地域に開

かれた学校運営

の実施

子 ど も 未 来

創造局

学校協議会で得られた、地域や保護

者の声を学校の取り組みに反映す

るとともに、課題解決に向け、地

域・保護者と協力関係を築きます。

地域との協働体

制の確立を図り

ます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

道徳及び特別活

動の年間指導計

画の充実

子ども未来

創造局

道徳教育の全体計画、年間指導

計画の検証を行い、新学習指導

要領に即したものにしていきま

す。また、スーパーバイザーの

指導の下、箕面市教育研究会・

副読本作成検討委員会にて、研

究授業を実施します。

子どもの実情にあっ

た道徳教育をさらに

追究するとともに、

全教育活動を通した

道徳教育を推進しま

す。

スクールカウン

セラーの配置

子 ど も 未 来

創造局

小学校へ月に１回、中学校へ週

に１回、スクールカウンセラー

を配置します。

学校組織づくり、不

登校未然防止に向け

た子どもへの指導に

対し、スクールカウ

ンセラーを積極的に

活用します。
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４ 人権教育の推進

人権教育を推進するため、「人権教育推進活動における情報誌を中心とした情報の受発信

の充実と人権教育カリキュラムの作成支援」「全ての子どもの自立、自己実現や豊かな人間

関係づくりを育む教育内容の充実」において、広報・啓発活動の充実を図るとともに、学

校では児童・生徒の実態に合った人権教育を行います。また、不登校の児童・生徒の支援

や海外から来日もしくは帰国した児童・生徒や保護者に対する「日本語指導教室の実施」

「通訳体制の充実」に努めます。発達上支援を必要とする子どもに対しては、「通学の送迎」

や発達上支援を必要とする子どもがともに学ぶ機会の拡充と支援により、教育体制の充実

を早期に進めます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

人権教育推進活

動における情報

誌を中心とした

情報の受発信の

充実と人権教育

カリキュラムの

作成支援

子 ど も 未 来

創造局

情報誌「はじけるこころ」を年 2

回発行します。また、新箕面市人権

教育基本方針に基づいた人権教育

カリキュラム作成支援を行います。

小中学校の全保

護者へ平成２６

年度(2014 年度)

から配布するよ

うにしました。広

報・啓発活動のさ

らなる充実に努

めます。

全ての子どもの

自立、自己実現や

豊かな人間関係

づくりを育む教

育内容の充実

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

人権教育カリキュラムによる人権

教育を実施します。また、学校生活

や体験学習等を通じて、互いに支え

合いながら、自らの生き方を考え、

目的意識を持つことができる力を

養います。

らいとぴあ２１の教育事業（居場

所・社会体験・学習支援）を通じて

自己選択・自己実現・自己有用感を

育んでいきます。

児童・生徒の実態

に合った人権教

育を推進します。

不登校児童・生徒

支援（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

不登校や病気による長期欠席等、ま

た生活困窮家庭等により学習支援

を必要とする児童・生徒が、安心し

て教育を受けることができるよう、

学生等サポーターを派遣して学習

や生活を支援します。

児童・生徒の学習

する機会を保障

するよう支援し

ます。
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５ 次代の親の育成

次代の親を育てるという観点での思春期への支援として、「子どもの思春期相談」「性に

関する正しい知識の教育」「喫煙、薬物等に関する教育」の充実を図ります。また、男女の

協力による子育てや家庭の大切さを教育するため、「男女共生教育の推進」「子育てや家庭

の大切さについての教育」を実施します。

【主な取り組み】

日本語指導の実

施

子 ど も 未 来

創造局

海外から来日もしくは帰国して、日

本語の理解が困難な児童・生徒に対

し、日本語指導者を派遣します。

日本語指導の人

材を確保すると

ともに、継続して

実施します。

通訳体制の充実 子 ど も 未 来

創造局

海外から来日もしくは帰国して、日

本語の理解が困難な保護者に対し、

学校との連絡や個人面談等に通訳

を派遣します。

通訳者の人材確

保に努めるとと

もに継続して実

施します。

通学の送迎 子 ど も 未 来

創造局

登下校送迎により、障害のある子ど

もがともに学ぶ環境を支援します。

継続して実施し

ます。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

子どもの思春期

相談

子ども未来

創造局

各学校において、養護教諭やスクー

ルカウンセラーが連携して、個別の

相談を受けます。また、教育センタ

ー相談室や青少年指導センターで

も相談・支援を行います。

相談体制の充実

を図ります。

性に関する正し

い知識の教育

子ども未来

創造局

保健の授業、総合的な学習、道徳の

時間を活用し、適宜指導を行うほ

か、性教育に関する講演を実施しま

す。また、性非行に関わる事象に対

して、学校と青少年指導センター、

そのほか関係機関との連携により

対応します。

関係機関の連携

強化に努めます。

喫煙、薬物等に関

する教育

子ども未来

創造局

学校において、喫煙・薬物等に関す

る教育を、学校薬剤師との連携によ

り実施します。また、青少年指導セ

ンターにおいて、非行防止教室、薬

物乱用防止教室等を実施します。

学校薬剤師と連

携し、薬物乱用防

止教室を全中学

校で実施します。
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男女共生教育の

推進

子ども未来

創造局

学校においては、人権教育カリキュ

ラムを実施します。また、教職員に

対し、人権教育の研修を行います。

子どもたちの現

状を把握し、適切

な対応方法を検

討します。

子育てや家庭の

大切さについて

の教育

子ども未来

創造局

様々な機会をとらえて、家庭での生

活習慣づくりの重要性について啓

発を行います。

道徳の時間を活

用するとともに、

啓発活動を進め

ます。
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第７項 健全育成と自立支援

子どもは、自らの目標に向かって、個性や能力を伸ばしていくことで、未来を切り拓い

ていくことから、自己の個性や能力を発見し、将来の目標をもつための教育や相談支援を

推進します。また、若者を含む就労困難者等に対しては、就労支援を行います。

子どもたちが伸びやかに育つためには、犯罪や非行に巻き込まれたり関わったりするこ

となく、安全・安心に育つことのできる社会づくりが必要です。家庭・学校・地域の連携

により、啓発活動や子どもの見守り、子どもに対する教育を進めます。また、問題行動が

起きたり、虐待や被害を受けたりした場合には、早期に発見し、専門的な対応ができるよ

う、関係機関による連絡調整や相談支援の体制を整えていきます。その中で必要に応じて、

保護者とともに生活することのできない子どもに対する支援も行います。

１ 自立への支援

学校教育では、将来に対し目的意識を持ち、主体的に進路を選択できるよう、「進路指導・

追指導・キャリア教育の充実」を図り、学習や進路に不安を抱える青少年と保護者に対し、

「学習・進路相談の実施」を進めます。また、若年者を含む就労困難者等に対する就労支

援では、「ハローワークとの連携」「能力開発講座の実施」により、対象者のニーズをふま

えて事業の定着を図ります。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

進路指導・追指

導・キャリア教育

の充実（再掲）

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

キャリア教育の観点を重視した、職

場体験学習、進路指導を推進しま

す。

小中一貫したキ

ャリア教育を推

進し、先進的な実

践を交流する場

を設けます。

学習・進路相談の

実施（再掲）

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

概ね２５歳までの青少年と保護者

に対して、進路・就労・奨学金の相

談を実施します。また、高校中退

者・ニート・引きこもり等の相談も

実施します。

他相談事業との

連携を図ります。

ハローワークと

の連携

地域創造部 箕面一日ハローワークを実施する

ほか、ハローワークの最新求人情報

を提供します。

箕面一日ハロー

ワークへの参加

促進に努めます。
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２ 問題行動の予防と早期発見・早期対応

青少年の非行を防止するため、「問題行動に関する相談窓口の周知・啓発」「相談業務の

量的・質的な充実」により、相談機関内部で情報を共有し相談支援を円滑に進めます。ま

た、問題行動に対し「早期発見・対応のための関係機関の相互連携の強化」により、補導

活動だけでは対応できない場所や夜間の実態把握を進めるとともに、小学校における生徒

指導体制の構築を進めます。虐待や被害を受けた子どもに対しては、「教育相談・学校訪問

の実施・スクールカウンセラーによる相談」を実施します。

また、スクールソーシャルワーカーを活用してケース会議を開催し、外部機関とより一

層の連携を進めます。

【主な取り組み】

能力開発講座の

実施

地域創造部 就職支援講座（就職に向けた基礎的

知識・スキルの習得）及び障害者市

民就職支援パソコン講座を実施し

ます。

ニーズを反映し

た講座内容を検

討します。

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

問題行動に関す

る相談窓口の周

知・啓発

子 ど も 未 来

創造局

問題行動に関する相談窓口の情報

を、広報紙やリーフレットにより周

知・啓発します。

継続して実施し

ます。

相 談 業 務 の 量

的・質的な充実

子 ど も 未 来

創造局

青少年に関わる相談業務を実施し

ます。

継続して実施し

ます。

早期発見・対応の

ための関係機関

の相互連携の強

化

子 ど も 未 来

創造局

青少年の問題行動の早期発見・対応

のため、関係機関との相互連携を強

化します。

小学校における

生徒指導体制の

構築を図ります。

教育相談・学校訪

問の実施・スクー

ルカウンセラー

による相談

子 ど も 未 来

創造局

学校、教育センター相談室、青少年

指導センターにおいて相談支援を

行うほか、青少年指導センターによ

る学校訪問を実施します。

相談体制の充実

を図ります。
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３ 非行防止・安全確保に向けた市民運動の推進

犯罪や非行のない社会の実現に向け、「社会を明るくする運動の充実」や有害環境浄化に

向けた市民の自覚や事業者のモラルの高揚等を啓発する市民活動の推進支援といった市民

運動を、行政・関係機関・地域の連携により継続します。また、子どもの安全を確保する

ため、「防犯パトロールや PTA 活動による地域の人々の主体的な巡回活動の支援」「こど

も 110 番の設置事業の充実」において、地域の協力者の拡大を図り、児童・生徒に対し

て事業の周知に努めます。

暴力やいじめから自分の身を守る力を育成するため、子どもの暴力防止プログラム講習

会の実施を進めます。また、情報化が進み ICT 環境が整備されていく中で、情報に対する

正しい判断や望ましい利用の仕方等、安全に利用していくための情報モラル教育を実施し

ます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

社会を明るくす

る運動の充実

健康福祉部 社会を明るくする運動推進委員会

へ補助を行います。

継続して実施し

ます。

防犯パトロール

や PTA 活動によ

る地域の人々の

主体的な巡回活

動の支援

子 ど も 未 来

創造局

地域パトロールステッカーの配布、

青色防犯パトロール活動への支援

を通じ、地域の人々の主体的な巡回

活動を促進します。

市内全校区にお

ける青色防犯パ

トロール実施を

めざし、協力要請

を行います。

こども１１０番

の設置事業の充

実

子 ど も 未 来

創造局

子どもを性被害や凶悪事件から守

るため、市内の店舗、家庭等に子ど

もが危険を感じた際の避難、保護を

依頼し、協力店舗等に「こども１１

０番ステッカー」を設置します。

学校・地域と協力

して、児童・生徒

に対する啓発活

動を推進します。
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第８項 世代をつなぐ生涯学習・交流の促進

子どもが地域の大人と接することは、社会性の育成や人生やものの大切さ、伝承文化に

対する学びにつながります。また、地域で子どもを育てる意識の醸成にもつながります。

このような機会が日常的に提供されるよう、地域の伝統行事や地域活動、生涯学習にて世

代間の交流を図ります。

１ 地域における生涯学習・交流の促進

子どもが地域の様々な人々とふれあう機会を確保するため、「コミュニティセンターにお

ける三世代交流事業への支援」「生涯学習、地域活動の充実」「世代間交流スポーツ大会の

開催」、歴史・文化の伝承や体験講座等の開催をより一層推進し、日常的に世代間交流がで

きる場づくり、保護者ニーズをふまえた事業内容の充実、幅広い世代・地域からの参加促

進に努めます。また、「包括協定締結の大学等関係機関との連携による、世代をつなぐ交流

の場、生涯学習の機会の提供」により、生涯学習の充実を図ります。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

コミュニティセ

ンターにおける

三世代交流事業

への支援（再掲）

人権文化部 コミュニティセンターが開催する、

子どもから高齢者までの世代間交

流を目的とした事業へ支援を行い

ます。

継続して実施し

ます。

生涯学習、地域活

動の充実

子 ど も 未 来

創造局

人権文化部

生涯学習の講座、地域における交流

活動を実施します。

ニーズを反映し

た事業実施に努

め、参加者の拡大

を図ります。

世代間交流スポ

ーツ大会の開催

健康福祉部 世代間交流軽スポーツ（ペタンク）

大会を開催します。

広報を通じて、幅

広い世代の参加

を図ります。

包括協定締結の

大学等関係機関

との連携による、

世代をつなぐ交

流の場、生涯学習

の機会の提供

人権文化部

子 ど も 未 来

創造局

包括協定締結の大学等関係機関と

連携し、生涯学習の機会の充実を図

ります。

連携を強化し、ま

ちづくり分野に

おける協力を推

進します。
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２ 地域福祉活動における多世代交流の促進

「地域福祉活動における世代間交流の促進」により、地域全体で子どもを育てる意識の

醸成に努めます。

【主な取り組み】

事業名 主管 事業内容 今後の方向性

地域福祉活動に

おける世代間交

流の促進

健康福祉部 小地域ネットワーク活動による世

代間交流の場を設け、地域の特色を

活かした事業を実施します。

地域ボランティ

アの参加を促進

します。
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第２節 重点的に取り組む項目

様々なつながりのある社会の中で、自らつながる力をもった子どもたちを育みます。子

どもの育みの原点となるのは家庭です。子どもたちが愛情に包まれて、すくすくと育つこ

とが大切であり、家庭を中心に、地域・社会（学校・子育て機関・その他関係機関）と連

携して子どもたちを支えていきます。そして、子どもたちの中に、周りの愛情を信じ、ス

トレスの多い社会をめげずに生きていく力、自ら生活を作り出していく力、物事にしっか

り向き合い、学んでいく力、つながる力を育んでいきます。そのため「家庭・地域・社会

のつながりから、未来につながる育み」を支えるために、本計画では「重点的に取り組む

項目」として以下の３つを設定します。これらの項目については、該当する取り組みにつ

いて、より具体的に進捗状況を管理しながら、積極的に推進していきます。

第１項 子どもの育ちを育む

子どもたちが、変化の激しいこれからの社会を生きていくためには、確かな学力、豊か

な心、健康・体力の知・徳・体をバランスよく身に付けることが大切です。子どもたちが

基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力とともに、自ら

を律しつつ、他人と協調し、他人を思いやる心や感動する心等の豊かな人間性、たくまし

く生きるための健康や体力等の生きる力を身に付けることができる取り組みが必要とされ

ています

就学前保育・教育の充実を図るためには、保育・教育が量的にニーズを満たし、保育所

と幼稚園の垣根を越えて保育・教育の質の向上を図る必要があります。今後も、「箕面市待

機児童ゼロプラン ver.2」及び３９ページからの「子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、実待機児童ゼロに向け、保育所等の定員増を進める一方で、保育者の専門能力の向上

や支援保育・支援教育の充実に努めます。また、地域子育て支援センターの活動の場を広

げるなど、地域の子育て支援機能の充実を進め、そうした観点から、市立幼稚園の今後の

あり方についても検討を行います。

就学時には、地域の子どもは地域で育てるという考え方のもと、小中学校の 9 年間を通

して、子どもたちの「学力・体力・豊かな心」をバランスよく育むため、「小中一貫教育の

推進」を図ります。確かな学力と人間性豊かでたくましい心身を育み、未来を開く人間力

を培うことをめざし、各教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、これまで以上に

小中学校の連携を図り、指導内容の連続性や指導方法の一貫性を確保します。

また、小学校から中学校へスムーズに移行できるようにし、子どもたちの学力向上や体

力向上の取り組みを進めます。その取り組みの検証軸として、全市立小中学校の児童・生

徒を対象に「箕面子どもステップアップ調査（箕面学力・体力・生活状況総合調査）」を実

施していきます。調査結果から、子どもたち一人ひとりの成長にきめ細かく対応するとと

もに、教員の指導力、授業力を高め、子どもたちの学力・体力の向上と豊かな心の醸成に
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取り組みます。

さらに、「子どもの体力向上プラン」により、乳幼児期からの発達段階に応じた体力づく

りに、保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校、家庭・地域、行政が連携して取り組み、

子どもたちの体力向上をめざしていきます。

第２項 様々な体験や地域交流の充実

子どもがのびのびと成長し、自らの可能性を広げるには、豊かな自然や地域の歴史文化、

異文化、地域の大人等、様々な体験や、人との出会いやコミュニケーションを通じてつな

がる機会が必要です。子どもたちは、地域の大人等の関わりを通じて、自然や社会のルー

ル、人間関係を学んでいきます。地域ではこのような学びの機会を提供する中で、地域全

体で子どもたちを育てる意識の醸成に努める必要があります。

子どもたちに様々な体験の機会を提供するために、「新放課後モデル事業」や「自然体験

プログラムの提供」など、子どもが社会体験できる場や機会の提供を推進していきます。

主な取り組み 取り組み内容

箕面市待機児童ゼロプラン

Ver.2

保育所や認定こども園、子育て応援幼稚園の量の拡大

を図ります。

保育所・幼稚園・認定こども

園を活用した子育て支援

保育所・幼稚園・認定こども園で、育児・教育相談や

子育ての情報提供を行います。

小中一貫教育の推進 施設一体型小中一貫校だけでなく他の全ての中学校

区でも、校区連携型の一貫教育（保育所や幼稚園との

連携も含む）を進めます。小中学校の教職員による授

業研究や子ども相互の交流等を通じて、小中学校 9 年

間を通して子どもたちの「学力・体力・豊かな心」を

バランスよく育むため、毎年、子どもたち一人ひとり

の各学年における学力・体力・生活の状況を把握しま

す。また、教員の指導力・授業力を高めるとともに、

翌年度の各学年の授業に反映させるなど、9 年間を通

して継続的かつきめ細かく子どもたちの「生きる力」

（学力・体力・豊かな心の総合力）の育成を進めてい

きます。

子どもの体力向上プラン 子どもたちの体力アップを図るため、保育所・幼稚

園・認定こども園・小中学校だけでなく市をあげて、

様々な角度から体力向上に向けての取り組みを進め

ていきます。
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子どもの広い視野や論理的な思考力、自己表現力を育成するため、地域の活動や行事にお

いて、子どもが自分の意見を主張し、大人とともに役割を担う機会を提供するために「青

少年弁論大会の開催」を推進していきます。また、子どもたちが地域の様々な人々とのふ

れあいの中で社会性を身につけ、伝承文化に触れながら、考え方や生き方を学ぶことがで

きるよう、地域における「世代間交流の推進」を図ります。

子どもは、自由にのびのびと遊ぶ中で、自然や社会のルールを学んでいきます。しかし

近年では、都市化等による環境の変化や情報化の進展により子どもの遊び場・遊び方が変

化しています。環境の変化をふまえ、子どもの成長や安全に配慮しながら、子どもの自主

性や感性を育むことのできる遊び場を確保していきます。また、本市の特徴である豊かな

自然環境を活かした遊び場づくりも、市民との協働により進めていきます。

主な取り組み 取り組み内容

新放課後モデル事業 全ての児童を対象に、地域でもっとも安心安全な学校

で、学び・体験・交流・遊び・生活の場を一体的に提

供します（平成２５年度(2013 年度)から、豊川北小

学校・中小学校で試行実施）。

従来の「学童保育」と「自由な遊び場開放」に加え、

宿題などの自習ができる「スタディルーム」や楽しく

学習・運動・体験ができる「活動プログラム」などを

設け、子どもたちが、なるべく多様な選択肢から選択

して利用できるスタイルの構築をめざします。

自然体験プログラムの提供 青少年教学の森野外活動センター等で自然体験プロ

グラムを提供していきます。

青少年弁論大会の開催 広い視野をもち、論理的な思考力と自己表現力を身に

つけた青少年を育成するため、弁論を通じた発表の機

会を設けていきます。

世代間交流の推進 コミュニティセンターにおける三世代交流事業への

支援、世代間交流スポーツ大会の開催、歴史・文化の

伝承や体験講座等の開催、包括協定締結の大学等関係

機関との連携による世代をつなぐ交流の場等の提供

や地域福祉活動における世代間交流の促進等の取り

組みを行っていきます。
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第３項 家庭と社会をつなぐ機会の充実

家庭における教育は、子どもの成長に重要な役割を果たします。子どもが基本的な生活

習慣等を身に付けることの中心は、家庭でのしつけや教育にあります。

近年、家庭と社会の結びつきが弱まっている中で、孤立感を感じる子育て家庭が増えて

います。一方で、子育てに関しては、楽しさと同じくらい、もしくはそれ以上に辛さを感

じている就学前児童の保護者の多くが、子育てのストレス等から子どもにきつくあたって

しまうことを悩んでおり、虐待への移行も懸念されます。子育て家庭が孤立することがな

いよう様々な方法で支えるとともに、虐待が発生した場合には、早期発見・早期対応から

子どもの保護、自立に至るまで、切れ目のない支援ができるよう体制を強化する必要があ

ります。市町村では、とりわけ、地域の関係機関によるネットワーク（要保護児童対策協

議会）支援が求められています。

今後は、子育て家庭の育児不安を解消するため、地域子育て支援センターが地域に飛び

出し、地域の子育て支援の拡充と“出向く”支援を進めていきます。子育てサークルや子

育てサロン等を通じての仲間づくりや居場所づくり等を支え、「親支援プログラム」により

親同士のつながりや親の子育て力向上を支援していきます。また、子育て家庭に早期から

積極的に関わっていく「こんにちは赤ちゃん訪問」や、子育て支援センターによる出張事

業等を推進していきます。特に支援が必要と認められる家庭に対しては、養育支援訪問事

業の充実を図ります。児童虐待対策としては、地域の関係機関の連携による見守り力を上

げ、要保護児童対策協議会の強化に努めていきます。さらに、これらの支援内容を定着さ

せるため、周知活動を徹底していきます。

主な取り組み 取り組み内容

子どもを守るための地域ネッ

トワーク機能の強化

関係機関、地域からの通告や相談を受理し、地域の関

係機関と連携しながら対応し、子ども家庭センター等

関係機関とともに、家庭の見守りを実施します。

地域に飛び出す子育て支援セ

ンター

就学前の児童を養育する家庭（特に在宅の家庭）が地

域で孤立しないよう、子育て支援センターを訪れる親

子と接するだけでなく、保育士を各地域に出張させ、

あそびや交流の場の提供、親同士のつながりづくりを

はじめ、子育てに関する講座の開催や育児相談など

の、各種の子育てに関する情報提供などを行います。

子育て支援の場の充実 市役所やライフプラザのキッズコーナー、中央図書館

の「にぎやかエリア」、小野原多世代地域交流センタ

ーのプレイルームなど、公共施設等に子育て支援の場

を整備します。



102

親支援プログラム 親同士で子育ての悩みや関心のあることを話し合い、

自分に合った子育ての仕方を一緒に学び合うなどの

参加型プログラムを実施します。

こんにちは赤ちゃん訪問

（乳児家庭全戸訪問事業）

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て情

報の提供や専門職による支援を行うことで、育児不安

を解消するとともに支援が必要な家庭に対しては適

切なサービスにつなげていきます。
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第３節 計画に係る目標指標

第１項 箕面市新子どもプラン（箕面市次世代育成支援対策行動計画）の目標と実績

１ 家庭における子育て環境の見直しと地域における子育て環境の整備

指標値 ①子育て支援センター設置数 主管 子ども未来創造局

事業概要
地域で子育てが孤立しがちな、就学前の児童を養育する家庭（特に在宅）を対象に子育てを支援

する。

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

2 か所 2 か所 2 か所 3 か所
センター型 3 か所

ひろば型 5 か所

実績

萱野中央人権文化センター及びみのおサンプラザ（箕面文化・交流センター内）に、直営子育て

支援センターを 2 か所開設、多世代交流センター（稲ふれあいセンター内）に指定管理運営で 1

か所開設

方針 子育て支援センターから地域に飛び出し、市内全域に子育て支援の場を広げていく

指標値 ②こんにちは赤ちゃん事業の対象者への訪問実施率 主管 健康福祉部

事業概要 生後 4 か月までの乳児がいる家庭を保育士等が訪問

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

98.5％ 97.2％ 98.4％ 95.7％ 100.0％

方針 継続実施

指標値 ③食に関する講座等や栄養相談の参加者数 主管 みどりまちづくり部

事業概要
・地域での子育てサロン、育児サークル、幼稚園等への栄養士の出務相談、支援の実施

・乳幼児期の食に関する教室の実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

4,968 人 4,904 人 4,860 人 4,633 人 9,500 人

実績 乳幼児健診、離乳食講座、親子クッキング等での食育事業を実施

方針 乳幼児期の発達段階に応じて、継続した「食育」の実施

指標値 ④母子健康手帳発行時の保健師面談数 主管 健康福祉部

事業概要 ライフプラザで母子健康手帳を発行する際（産後発行を含む）に、保健師が面談を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

153 人 224 人 252 人 257 人 400 人

方針 継続実施
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２ 保育サービスの量的・質的充実

指標値 ⑤未就学児童のむし歯羅患率 主管 健康福祉部

事業概要 歯科衛生士による健診、教室、地域活動での相談支援、予防活動等による早期発見

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

17.2％ 13.1％ 13.9％ 11.2％ 19.0％

実績 3 歳 6 か月児健診での虫歯羅患率の低下

方針 今後もあらゆる機会をとらえて、虫歯予防のための専門的支援を実施

指標値 ①保育所の待機児童数 主管 子ども未来創造局

事業概要 保護者が就労などの理由により、保育を必要とする就学前児童について、保育所で保育を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

64 人 62 人 61 人 72 人 0 人

指標値 ②通常保育事業（認可定員） 主管 子ども未来創造局

事業概要 保育所の待機児童解消に向け、定員増を推進

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

1,325 人 1,475 人 1,595 人 1,625 人 1,655 人

実績

・平成 23 年度に箕面森町で認可こども園（保育所定員 30 人）及び第二総合運動場 50 メート

ルプール跡地で保育園（定員 120 人）を開設（定員 1,325 人→1,475 人）

・平成 24 年 4 月に彩都で保育園（定員 80 人）を開設、瀬川保育園では増築により定員 40 人

の増（定員 1,475 人→1,595 人）

・平成 25 年 4 月に箕面森町地区センター内での森町友星保育園（定員 30 人）を開設

（定員 1,595 人→1,625 人）

・平成 26 年 4 月に市立病院の敷地内看護師寮跡地で桜保育園分園（定員 25 人）を廃園の上、

紅葉夢保育園（定員 80 人）を開設及び桜井でアートチャイルドケア箕面（定員 90 人）を開

設（定員 1,625 人→1,770 人）

方針 年度当初から年度末までの実待機児童をゼロにしていく
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指標値 ③学童保育の待機児童数 主管 子ども未来創造局

事業概要
共働き等、何らかの理由によって放課後家庭において保護者が監護することができない児童の保

育を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

0 人 6 人 1 人 0 人 0 人

指標値 ④学童保育事業（入所枠） 主管 子ども未来創造局

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

830 人 870 人 870 人 870 人 870 人

実績

・小学校 14 校区で実施

・遊び場開放事業との一体運営を実施

・長期休業中の 4 年生の学童保育受入を試行

・夏休み中の居場所づくりを全 14 校にて実施

・平成 25 年度より「新放課後モデル事業」を豊川北小及び中小にて先行実施

方針 学校の余裕教室の改修等による受け入れ可能児童数の増

指標値 ⑤一時保育事業 主管 子ども未来創造局

事業概要
保護者が冠婚葬祭、パート就労・疾病などで一時的に保育が必要となった場合に保育所で保育を

実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 7 か所

実績

・中部については、平成 24 年度から平成 25 年度まで、桜保育園分園が実施し、平成 26 年 4

月より、紅葉夢保育園が実施

・平成 26 年 4 月より、みすず学園森町保育園が実施

方針 平成２７年度以降に実施園が増える予定

指標値 ⑥延長保育事業 主管 子ども未来創造局

事業概要
一般の保育所の保育時間（午前 7 時から午後 7 時まで）に加えて、午後 7 時 30 分までの延長

保育を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

2 か所 2 か所 3 か所 4 か所 7 か所

実績

・平成 24 年度に彩都みのり保育園で実施

・平成 25 年度に森町友星保育園で実施

・平成 26 年度にアートチャイルドケア箕面及び箕面保育園で実施
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３ 子育て世代に対する労働環境の整備

４ 子どもの遊び場づくり

指標値 ⑦休日保育事業 主管 子ども未来創造局

事業概要 日曜祝日に就労する家庭等のニーズに対応するための保育を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所

実績 平成 20 年 4 月より、民営化された桜保育園で実施

方針 拠点方式で市内 1 か所で継続実施

指標値 ⑧病後児保育事業 主管 子ども未来創造局

事業概要 病気回復期における集団保育を受けられない期間の保育を実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所

実績 市立保育所 3 か所（桜ヶ丘、萱野、東）において実施

方針 平成 27 年度に萱野保育所の改修工事を行い、病児保育も合わせて実施

指標値 男女協働参画をテーマとする講座等の参加者数 主管
人権文化部

生涯学習部

事業概要 男女協働参画社会形成に向けた啓発と学習機会の提供

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

181 人 239 人 332 人 171 人 300 人

実績 男女協働参画フォーラム、市民企画講座、他部局でのテーマに合致した講座の開催

方針 主催講座、共催講座の他、他部局での男女協働参画をテーマとする講座の開催

指標値
自由な遊び場開放事業の利用者数

（一日平均利用者数）
主管 子ども未来創造局

事業概要

異年齢の子どもたちが遊べる場所・居場所を確保することにより、独創性・主体性や他の人を思

いやることのできる心の豊かな子どもを育てるため、市立小学校の一部を自由な遊び場として開

放

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

72 人 68 人 72 人 76 人 75 人

実績 箕面市立小学校のプレイルーム、運動場、屋内運動場を開放

方針

・学童保育との一体運営を実施

・子どもの安全確保

・平成 25 年度より、「新放課後モデル事業」を豊川北小及び中小にて先行実施
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５ 子どもの文化的・社会的活動の支援

指標値 ①子どもが参加できる場や機会の数 主管 子ども未来創造局

事業概要

・多様な自然体験、社会体験を可能にする生活環境の形成を促進

・子どもたちが自主的に活動できる場の確保、機会の提供を図る

・市民の団体活動を支援し、子どもを対象とした各種イベントを地域の特性に合わせて展開

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

382 回 366 回 446 回 666 回 300 回

実績

市民活動推進課（70 件）、文化国際課（28 件）、萱野中央人権文化センター（142 件）、桜

ヶ丘人権文化センター（17 件）、環境整備課（1 件）、健康増進課（7 件）、箕面産と食の育成

課（3 件）、消防本部予防課（3 件）、市立病院病院管理課（1 件）、学校教育課（1 件）、教

育センター（10 件）、幼児育成課（174 件）、子育て支援課（7 件）、青少年育成課（138 件）、

郷土資料館（8 件）、生涯学習課（5 件）、スポーツ振興課（6 件）、中央図書館他（45 件）

方針 事業効果等を検証しつつ、基本的に前年度事業を継続実施

指標値 ②青少年教学の森野外活動センターの子どもの利用者数 主管 子ども未来創造局

事業概要 子どもを対象としたキャンプ、野外活動、自然体験教室を開催

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

9,986 人 10,444 人 9,983 人 9,350 人 11,000 人

実績
＜利用形態＞

学校：1,127 人 青少年団体：1,365 人 一般団体：2,789 人 関係団体：4,069 人

方針
参加者ニーズを把握し、より多くの市民が自然に親しめるように、指定管理者と連携し、事業を

展開

指標値 ③ジュニア向けスポーツ事業の参加者数 主管
生涯学習部

人権文化部

事業概要 子どもを対象としたスポーツ大会や教室を開催

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

生涯学習部

460 人

生涯学習部

488 人

生涯学習部

468 人

生涯学習部

432 人

3,000 人
人権文化部

2,326 人

人権文化部

1,540 人

人権文化部

2,374 人

人権文化部

2,484 人

合計

2,786 人

合計

2,028 人

合計

2,842 人

合計

2,916 人

実績

＜生涯学習部＞

ジュニアスポーツ教室、ジュニアソフトボール大会、バリアフリー子ども水泳教室

＜人権文化部＞

バスケットボール教室、親子コミュニティスポーツ
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６ 教育の充実と開かれた学校づくり

方針

＜生涯学習部＞

・青少年期におけるスポーツ活動の場の提供

・障害を持つ子どものリハビリテーション、体力の維持増進、レクリエーションを通じた仲間づく

りの場の提供

＜人権文化部＞

自尊感情を高めることで、一つのスポーツのみならず、他の活動にも積極的に興味を持って参加

できるよう、子どもの自主運営力を高めるような具体的な活動を計画

指標値
④図書館の子どもの登録率

（子どもの人口に対する登録率）
主管 生涯学習部

事業概要
中央図書館、地域館 3 館、分館 1 館、図書コーナー、配本所及び移動図書館において、子どもに

対する図書館サービスを行い、子どもの登録率 37.0％を目指す

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

36.7％ 33.9％ 36.1％ 38.1％ 37.0％

実績 保育所及び幼稚園のイベント時に移動図書館の巡回を行い、子どもの利用促進を図る

方針
移動図書館の活用による子どもへの図書館サービスや子ども読書活動推進計画により、子どもの

登録率の向上を図る

指標値 ①コンピューターを利用して指導できる教員の割合 主管 子ども未来創造局

事業概要 情報教育研修会等の開催

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

79.1％ 80.1％ 80.2％ 78.8％ 90.0％

実績
情報教育研修を 13 回実施し、スキルアップを図るとともに、情報教育推進連絡会を毎月開催し、

情報提供を行う

方針 これまどの取り組みを継続するとともに、校内研修の充実も図る

指標値 ②習熟度別少人数指導実施率 主管 子ども未来創造局

事業概要 個に応じたきめ細かな指導による確かな学力の定着を図るため、少人数指導を全校で実施

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.0％

実績 小学校 14 校、中学校 8 校で実施

方針 全小中学校で継続実施
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７ 健全育成と自立支援

指標値 ③不登校児童数（小学校 1,000 人あたり） 主管 子ども未来創造局

事業概要
・担当者連絡会の開催

・スクールカウンセラーの配置と活用

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

2.9 人 2.9 人 2.4 人 2.0 人 3 人未満

指標値 ④不登校生徒数（中学校 1,000 人あたり） 主管 子ども未来創造局

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

18.2 人 17.1 人 15.7 人 15.4 人 20 人未満

実績

・校内の組織体制を整備し、不登校児童の課題が担任一人の課題とならないように取り組んだ。

小中連携により、小学校時代に長期欠席を経験した生徒へのきめ細かい指導に心がけてきた。

・臨床心理士 7 名、支援教育専門相談員 2 名、スクールソーシャルワーカー2 名を配置

・教育センター相談室で教育相談（月～土曜日）及び適応指導教室（火～金曜日）を実施

・担当者連絡会の開催

方針
・さらなる校内生徒指導体制の充実

・より丁寧な小中連携によるきめ細かい指導

指標値 ⑤全国体力・運動機能調査結果が全国平均をクリアした割合 主管 子ども未来創造局

事業概要
箕面学力・体力・生活状況総合調査により、子どもの実態をきめ細かく把握し、改善改革に努め

る

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

30.0％ 実施せず 18.0％ 21.0％ 100.0％

実績
・平成 22 年度は全校の小学 5 年と中学 2 年を調査対象とした

・平成 24 年度は全校の全学年を対象とした

方針 継続実施

指標値 こども 110 番ステッカー設置協力数 主管 子ども未来創造局

事業概要
子どもを性被害や凶悪事件から守るため、市内の店舗、家庭等に子どもが危険を感じた際の避難、

保護を依頼し、協力店舗等に「こども 110 番ステッカー」を設置

平成 22 年度【実績】 平成 23 年度【実績】 平成 24 年度【実績】 平成 25 年度【実績】 平成 26 年度【目標】

853 件 913 件 946 件 979 件 900 件

実績 設置協力を呼びかける広報・啓発を行い、平成 24 年度より協力件数が 33 件増加

方針
・学校・地域と協力して、児童・生徒に対する啓発活動の推進

・ステッカー設置協力者の拡大
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第５章 計画の推進体制

第１節 点検、評価（Plan Do Check Act）

本計画は、PDCA サイクルに基づき進行管理を行うこととし、個別事業の進捗状況と計

画全体の成果の両面から毎年度点検・評価を行います。

また、計画に定めた量の見込みが実際の認定状況と大きく乖離し、必要と考えられる場

合は、計画期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。

Plan

Do

Check

Act

• 目標を設定し、それを実現するための計画（施策）を策定（もしくは改定）

計画（Plan）

• 計画（施策）を実施し、その成果を測定

実行（Do）

• 測定結果を評価し、結果目標と比較するなど分析を実施

評価（Check）

• 計画（施策）の継続的改善・向上に必要な措置の実施

改善（Act）
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第２節 計画の推進体制

進行管理にあたっては、箕面市子ども・子育て会議において、意見を聞くものとします。

子育てに関わる施策分野は、福祉のみならず、保健、医療、教育等、多岐にわたってい

るため、計画の実施にあたっては、行政と関係諸機関とのネットワークにより推進してい

きます。また、国、府の関係各機関とも連携を図っていきます。

第３節 計画内容の周知徹底

本計画は、子育ての第一義的な責任は保護者にあるという大前提のもと、地域全体、社

会全体で子育てを支援する体制づくりに向けて、行政のみならず、家庭、地域、事業所を

はじめ、市民全員のそれぞれの立場における取り組みを示すものです。そのため、市民一

人ひとりが子育てと子育て支援の重要性を理解し、それに関する取り組みを実践・継続し

ていけるよう、広報紙や市ホームページ等の多様な媒体を活用し、本計画の内容を公開し、

市民への周知徹底を図ります。


